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あ
る
一
定
の
時
代
、
一
定
の
民
族
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
法
学
的
思
惟
類

型
が
支
配
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
重
大
な
意
味
と
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
の
民
族
や
人
種
は
お
の
お
の
異
な
っ
た
思
惟
類
型
と
対
応
し
て
お
り
、

そ
し
て
あ
る
民
族
に
対
す
る
精
神
的
並
び
に
政
治
的
支
配
は
あ
る
一
定
の
思
惟

類
型
の
優
勢
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
き
う
る
も
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
政
治
的
生

活
の
形
成
は
す
べ
て
法
的
生
活
の
特
殊
な
思
惟
方
法
や
推
論
方
法
と
直
接
的
な

相
互
連
関
を
持
っ
て
い
る
。 

―
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
法
学
的
思
惟
の
三
種
類
』
よ
り 
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一 

問
題
の
所
在
と
先
行
研
究 

  

一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
社
会
は
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
的
進
路
を
決

定
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
が
登
場
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。

そ
し
て
、
一
六
八
八
年
の
名
誉
革
命
に
よ
る
「
体
制
確
立
（settlem

ent

）」
以
降
の

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
社
会
に
特
有
の
〈
政
治
的
な
知
の
様
式
〉
と
〈
政
治
的
伝
統
〉

を
考
え
る
う
え
で
、
一
七
世
紀
の
「
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
」
は
と
り
わ
け
重

要
な
時
期
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。 

一
般
的
に
一
七
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政
治
史
は
、「
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
（the 

early Stuarts

）」（1603-1649

）、「
空
位
期
（Interregnum

）」（1649-1660

）、

「
後
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
（the later Stuarts

）」（1660-1668

）
の
三
つ
の
時
代

に
大
き
く
区
分
さ
れ
る
。
一
六
〇
三
年
に
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
が
死

去
す
る
と
、
王
位
継
承
者
を
欠
い
て
い
た
テ
ュ
ー
ダ
ー
家
に
代
わ
っ
て
、
す
で
に
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
王
と
な
っ
て
い
た
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
家
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
六
世
が
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
王
位
を
継
承
し
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
と
し
て
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
を
開
始

し
た
。
こ
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
即
位
か
ら
、
一
六
四
〇
年
代
の
内
乱
期
の
過
程
で

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
が
処
刑
さ
れ
る
に
至
っ
た
一
六
四
九
年
ま
で
が
、「
前
期
ス
テ
ュ
ア

ー
ト
期
」
に
あ
た
る 

２ 

。
国
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
処
刑
に
よ
っ
て
、
こ
の
後
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
は
、
歴
史
上
唯
一
の
空
位
時
代
あ
る
い
は
共
和
政
時
代
を
経
験
す
る
こ
と
と
な

る
。
こ
の
「
空
位
期
」
は
、
長
期
議
会
の
残
部
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
ラ
ン
プ
議
会
に

よ
る
貴
族
院
の
廃
止
、
一
院
制
と
な
っ
た
庶
民
院
へ
の
権
力
集
中
、
さ
ら
に
は
そ
の

後
の
聖
徒
に
よ
る
支
配
を
め
ざ
し
た
指
名
議
会
、「
統
治
章
典
」
発
布
に
と
も
な
う
プ

ロ
テ
ク
タ
ー
制
の
樹
立
と
い
う
一
連
の
共
和
政
の
試
み
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
時
代
の
政
治
過
程
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
の
が
、
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ク
ロ
ム
ウ

ェ
ル
で
あ
っ
た 

３ 

。
一
六
五
八
年
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
死
去
に
と
も
な
い
、
一
気
に

伝
統
的
国
制
へ
と
回
帰
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
一
六
六
〇
年
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世

の
即
位
に
よ
っ
て
王
政
復
古
を
迎
え
る
。
こ
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
治
世
か
ら
、
そ

の
後
ジ
ェ
ー
ム
ズ
二
世
に
よ
る
絶
対
主
義
へ
の
反
動
と
い
う
時
代
を
経
て
、
オ
レ
ン

ジ
公
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
招
聘
と
「
権
利
章
典
」
の
発
布
に
よ
っ
て
「
名
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誉
革
命
」
に
よ
る
体
制
決
着
が
図
ら
れ
た
一
六
八
八
年
ま
で
の
時
代
が
、「
後
期
ス
テ

ュ
ア
ー
ト
期
」
と
呼
ば
れ
る 

４ 

。 

こ
う
し
た
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政
治
史
の
な
か
に
あ
っ
て
「
前
期
ス
テ
ュ
ア

ー
ト
期
」
が
も
つ
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
と

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
治
世
に
あ
た
る
「
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
」
は
、
国
制
の
あ
り

方
全
体
を
め
ぐ
っ
て
政
治
社
会
が
大
き
く
動
揺
し
た
時
代
で
あ
り
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝

時
代
ま
で
の
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
頭
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
に
一
つ
の
画
期
を
も
た

ら
し
た
時
代
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
は
、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
最
初
の
議
会
が
開
か
れ
た
一
六
〇
四
年
か
ら
、「
権
利
請
願
」
を
め

ぐ
る
対
立
に
よ
っ
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
が
議
会
を
解
散
し
て
親
政
政
治
へ
と
舵
を
切
っ
た

一
六
二
九
年
ま
で
の
、
い
わ
ば
議
会
が
機
能
し
て
い
た
「
議
会
政
治
の
時
代
」

（1604-1629

）
と
、
そ
の
後
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
主
教
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ー
ド
と
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
総
督
代
理
ト
マ
ス
・
ウ
ェ
ン
ト
ワ
ー
ス
（
の
ち
ス
ト
ラ
フ
ォ
ー
ド
伯
）
に

よ
る
い
わ
ゆ
る
ロ
ー
ド
・
ス
ト
ラ
フ
ォ
ー
ド
体
制
を
敷
い
て
無
議
会
政
治
へ
と
転
じ

た
「
親
政
政
治
の
時
代
」
（1629-1640

）
５ 

、
そ
し
て
一
六
四
〇
年
に
一
一
年
ぶ
り

に
議
会
が
召
集
さ
れ
、
そ
の
後
、
国
王
派
と
議
会
派
の
衝
突
に
よ
っ
て
内
乱
が
勃
発

し
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
処
刑
に
よ
っ
て
結
末
を
迎
え
た
、
い
わ
ゆ
る
「
内
乱
の
時
代
」

（1641-1649

）
６ 

と
い
う
形
で
、
三
つ
に
区
分
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ

ギ
リ
ス
近
代
の
立
憲
主
義
お
よ
び
議
会
主
義
の
形
成
を
考
え
る
う
え
で
、
一
六
〇
三

年
か
ら
一
六
二
九
年
ま
で
の
時
代
は
、
そ
の
政
治
的
・
法
的
思
考
の
原
型
を
準
備
し

た
と
い
う
点
で
と
り
わ
け
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
は
、

課
税
や
独
占
と
い
っ
た
政
治
的
争
点
と
国
教
忌
避
者
や
対
カ
ト
リ
ッ
ク
政
策
な
ど
の

宗
教
的
争
点
が
、
国
王
大
権
の
性
格
づ
け
と
そ
の
範
域
の
問
題
と
関
連
し
な
が
ら
、

激
し
く
論
争
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

絶
対
的
な
国
王
権
力
の
範
域
を
肯
定
す
る
ロ
ー
マ
法
を
継
受
し
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
に
お
い
て
す
で
に
国
王
と
な
っ
て
い
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
は
、
当
時
の
大
陸
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
新
し
い
知
的
潮
流
に
通
じ
た
学
識
あ
る
君
主
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、

彼
の
こ
の
学
識
は
、
自
然
法
思
想
に
立
脚
し
た
「
王
権
神
授
説
」
を
擁
護
す
る
姿
勢

を
生
み
出
し
て
い
た 

７ 

。
王
権
神
授
説
の
観
念
を
信
条
と
し
、
絶
対
的
な
君
主
権
力

の
論
拠
を
提
示
す
る
ロ
ー
マ
法
に
共
感
し
て
い
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

国
王
に
即
位
す
る
と
、
そ
れ
と
連
動
す
る
か
の
ご
と
く
た
と
え
ば
大
主
教
と
な
っ
た

リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ン
ク
ロ
フ
ト
を
は
じ
め
と
す
る
聖
職
者
た
ち
や
、
ジ
ョ
ン
・
カ
ウ

エ
ル
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
法
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
絶
対

主
義
の
言
説
が
公
然
と
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
議
会
の
同
意
を

得
な
い
「
賦
課
金
（im

position

）」
の
徴
収
や
、
法
適
用
特
別
免
除
と
い
う
国
王
大

権
に
基
づ
い
た
独
占
政
策
な
ど
の
よ
う
に
、
絶
対
主
義
の
懸
念
を
喚
起
さ
せ
る
よ
う

な
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権
の
諸
政
策
が
現
実
に
実
施
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
庶
民
院
、
と

り
わ
け
そ
こ
に
議
席
を
有
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
は
、
国
王
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に

対
し
て
い
っ
せ
い
に
態
度
を
硬
化
さ
せ
、
反
発
姿
勢
を
示
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
第
一
議
会
（1604-1611

）
８ 

、
第
二
議
会
（1614

）
９ 

、
第
三

議
会
（1621-1622
）
１
０ 

、
第
四
議
会
（1624-1625

）
１
１ 

、
さ
ら
に
チ
ャ
ー
ル

ズ
即
位
後
の
第
一
議
会
（1625

）１
２ 

、
第
二
議
会
（1626

）１
３ 

、
第
三
議
会
（1628-9

）
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１
４ 
と
い
う
一
連
の
政
治
過
程
に
お
い
て
、
庶
民
院
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
は
、

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
現
実
政
治
に
お
い
て
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
イ
シ
ュ
ー
に

対
応
す
る
た
め
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
法
の
支
配
の
原
則
や
議
会
の
絶
対
的
な

権
能
に
関
す
る
新
た
な
政
治
と
法
の
言
説
を
展
開
し
て
い
っ
た 

１
５ 

。
そ
れ
は
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
古
来
の
国
制
（A

ncient C
onstitution

）」
へ
と
訴
え
る
型
の
政

治
言
説
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
古
来
の
国
制
」
論
は
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権
の
統
治
に

対
す
る
「
抵
抗
」
の
論
理
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
古

来
の
慣
習
」
で
あ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
く
政
治
を
擁
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
固
有
の
〈
伝
統
〉
に
訴
え
た
政
治
観
念
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し

て
こ
の
「
古
来
の
国
制
」
論
こ
そ
は
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
立
憲
主
義
と
議
会
主
義
を

導
い
た
祖
型
と
も
い
う
べ
き
政
治
言
説
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
期
の
一
六
〇
三
年
か
ら
一
六
二
九
年
ま
で
の
議
会
政
治
の
時
代
に
生
み
出
さ
れ
た

「
古
来
の
国
制
」
論
は
そ
の
後
、
親
政
政
治
か
ら
脱
し
た
一
六
四
〇
年
の
長
期
議
会

の
庶
民
院
が
駆
使
し
た
重
要
な
政
治
言
語
と
な
っ
た
し
、
さ
ら
に
は
〈
諸
身
分
の
調

和
〉
に
立
っ
た
伝
統
的
国
制
の
再
生
を
め
ざ
し
た
一
六
六
〇
年
の
王
政
復
古
期
の
論

者
た
ち
が
依
拠
し
た
政
治
言
説
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
六
八
八
年
の
名
誉
革
命

体
制
に
お
け
る
統
治
原
理
の
基
本
的
な
要
素
も
、
ま
さ
し
く
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期

の
国
制
論
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、「
古
来
の
国
制
」

論
と
そ
れ
を
支
え
た
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
が
形
成
さ
れ
た
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
期
、
な
か
ん
ず
く
議
会
が
活
発
に
機
能
し
た
一
六
〇
四
年
か
ら
一
六
二
九
年
の
時

代
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
史
に
お
け
る
立
憲
主
義
と
議
会
主
義
の
形
成
に
と
っ
て
の
揺

籃
期
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
政
治
史
が
も
つ
重
要
性
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
に
お
け
る
こ
の
時
代
に
関
す
る
研
究
は
あ
ま
り
に
も
希
薄
で

あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
く
に
議
会
や
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
っ
た
国
制
の
研

究
に
関
す
る
限
り
、
ほ
と
ん
ど
皆
無
に
近
い
状
況
で
あ
る
。
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
政
治
史
研
究
は
、
従
来
、
一
六
四
○
年
代
の
内
乱
期
（
い
わ
ゆ
る
ピ
ュ
ー
リ
タ

ン
革
命
期
と
称
さ
れ
た
）
の
研
究
に
圧
倒
的
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
れ
に
先
行
す
る

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
は
、
内
乱
な
い
し
革
命
の
単
な
る
〈
前
史
〉
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
そ
れ
自
体
を
考
察
対
象
と

し
た
歴
史
研
究
は
、
日
本
で
は
た
と
え
ば
「
税
制
」
に
関
す
る
研
究
な
ど
が
存
在
し

て
い
る
程
度
で
、
こ
と
の
ほ
か
限
ら
れ
て
い
る 

１
６ 

。
議
会
や
コ
モ
ン
・
ロ
ー
な
ど

を
対
象
と
し
た
政
治
的
・
法
的
な
歴
史
研
究
は
、
そ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
的
知
識

の
難
解
さ
も
相
俟
っ
て
ほ
と
ん
ど
研
究
の
手
が
及
ん
で
こ
な
か
っ
た
領
域
で
あ
る
と

い
え
る
。「
古
来
の
国
制
」
論
を
め
ぐ
る
英
米
の
研
究
史
の
整
理
を
行
う
際
に
後
述
す

る
よ
う
に
、
本
国
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
政
治
史
、
議
会
史
、

国
制
史
の
研
究
が
隆
盛
を
き
わ
め
て
い
る
の
と
比
べ
る
と
、
日
本
に
お
け
る
こ
の
分

野
の
研
究
の
立
ち
後
れ
は
驚
く
ほ
ど
で
あ
る
。
本
稿
は
、
日
本
に
お
け
る
一
七
世
紀

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
の
こ
う
し
た
研
究
史
上
の
空
白
を
埋
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ

る
。
本
稿
が
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
政
治
史
、

議
会
史
、
国
制
史
で
あ
り
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権
の
統
治
下
に
お
け
る
現
実
政
治
へ

の
対
応
と
し
て
庶
民
院
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
展
開
し
た
政
治
言
説
を
、
当
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時
の
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
言
語
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
分
析
す
る
こ
と
を

狙
い
と
し
て
い
る
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
七
世
紀
の
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
は
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
主

要
な
政
治
的
様
式
を
生
み
出
し
た
重
要
な
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
。
当
時
の
庶
民
院

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
見
ら
れ
た
、
政
治
社
会
の
統
治
原
理
を
「
古
来
の
国
制
」

の
な
か
に
求
め
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
の
営
為
の
な
か
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
特
有
の
「
法

の
支
配
」
の
原
則
に
基
づ
い
た
〈
近
代
立
憲
主
義
〉
の
源
流
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

と
い
え
る
し
、
他
方
、
基
本
法
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
最
終
的
解
釈
を
担
う
の

が
議
会
と
さ
れ
、
ま
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
二
大
原
則
で
あ
る
立
法
と
課
税
に
お
け
る

王
国
全
体
の
同
意
を
表
明
す
る
機
関
も
議
会
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
立

憲
主
義
の
観
念
は
同
時
に
イ
ギ
リ
ス
の
〈
議
会
主
義
〉
の
発
展
と
同
時
進
行
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
古
来
の
国
制
」
論
あ
る
い
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論

が
中
心
課
題
と
し
て
い
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
臣
民
の
自
由
」
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
イ
ギ
リ
ス
の
〈
古
典
的
自
由
主
義
〉
を
生
み
出
し
て
い
く
端

緒
と
な
る
政
治
言
説
で
も
あ
っ
た
。
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
発
達
し
た
権
利
と
し

て
し
ば
し
ば
「
選
挙
の
自
由
」
、「
言
論
の
自
由
」、「
逮
捕
拘
禁
か
ら
の
自
由
」「
経
済

活
動
の
自
由
」
等
が
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に 

１
７ 

、
こ
の
時
代
は
古
典
的
自
由
主
義
の

源
流
に
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
主
た
る
政
治
的
様
式
を
生
み
出
し
た
母
胎
と
し
て

の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
〈
古
来
〉

の
伝
統
に
訴
え
る
型
の
思
考
に
基
づ
い
て
い
た
。
そ
の
伝
統
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
「
超
記
憶
的
時
代
（tim

e im
m

em
orial

）」
に
由
来
す
る
慣
習
法
に
依
拠
し
た
「
古

来
の
国
制
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
後
の
内
乱
期
に
登
場
す
る
レ
ヴ
ェ
ラ
ー

ズ
や
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
に
見
ら
れ
る
思
考
様
式
が
政
治
社
会
を
作
為
に
よ
っ
て
設

立
す
る
構
成
原
理
に
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
所
与
の
伝
統
の
解
釈
行
為

を
基
本
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
解
釈
原
理
の
思
考
作
業
を
通
じ
て
生
み
出
さ
れ

て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
古
来
の
伝
統
の
解
釈
行
為
を
担

っ
た
の
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
議
会
の
庶
民
院
に
位
置
す

る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
な
か
に
見
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
コ

モ
ン
・
ロ
ー
・
マ
イ
ン
ド
」
と
呼
ば
れ
る
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
は
、
Ｊ
・
Ｒ
・
ス
ト
ナ
ー

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
質
的
に
「
政
治
的
自
由
に
関
す
る
思
考
様
式
」
に
よ
っ
て

満
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
先
例
と
な
る
裁
判
所
の
判
例
を
紐
解
く
単
な
る
法
曹

の
思
考
で
は
な
か
っ
た
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
時
の
古
来
の
国
制
論

あ
る
い
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
は
、
一
七
世
紀
初
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
社
会

に
対
し
て
、「
政
治
論
争
を
行
う
た
め
の
最
も
重
要
な
知
的
道
具
」
を
提
供
し
て
い
た

の
で
あ
っ
て
、「
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
最
も
重
要
な
政
治
言
語
」
と
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
臣
民
の
諸
々
の
自
由
な
い
し
権
利
や
、
法
の
制
定
、
課
税
な
ど
の
争
点

は
、
ほ
と
ん
ど
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
独
壇
場
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い 

１
８ 

。

グ
レ
ン
・
バ
ジ
ス
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
「
政
治
言
語
」
の
な
か
で
と
く
に
重
要
な
位

置
を
占
め
て
い
た
の
は
、「
神
学
的
な
政
治
言
語
」
と
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
政
治
言
語
」

で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
と
く
に
内
政
に
関
わ
る
問
題
を
論
じ
る
際
に
そ
の
「
支
配
的
言

語
」
と
な
っ
て
い
た
の
は
、「
慣
習
や
先
例
、
権
利
、
特
権
的
自
由
、
国
王
大
権
な
ど
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と
い
っ
た
概
念
」
に
よ
っ
て
政
治
が
語
ら
れ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
政
治
言
語
で
あ
っ

た
と
い
う 
１
９ 

。 

 

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
の
立
憲
主
義
と
議
会
主
義
と

古
典
的
自
由
主
義
が
成
立
し
て
い
く
そ
の
基
底
に
あ
っ
た
思
考
様
式
の
枠
組
み
と
そ

の
特
徴
を
、「
古
来
の
国
制
」
論
を
展
開
し
た
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
言

説
の
な
か
か
ら
探
り
出
す
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
。
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、

こ
の
一
七
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
の
思
考
様
式
こ
そ
は
、
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス

政
治
史
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
政
治
的
思
考
様
式
の
原
型
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
的
思
考
様
式
の
な
か
に

確
認
さ
れ
う
る
、
伝
統
に
立
脚
し
た
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
契
機
」
と
「
コ
ン
サ
ー
バ
テ

ィ
ブ
な
契
機
」
の
併
存
と
も
い
う
べ
き
特
徴
が
本
質
的
に
見
ら
れ
る
。
大
雑
把
な
表

現
を
敢
え
て
す
る
な
ら
ば
、
本
稿
で
考
察
す
る
よ
う
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
古
来
の

国
制
」
を
主
題
と
す
る
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

見
ら
れ
た
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
側
面
が
、
こ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
ウ
イ
ッ
グ
的
「
自

由
主
義
」
の
発
展
を
促
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
他
方
で
そ
れ
が
持

つ
も
う
一
方
の
コ
ン
サ
ー
バ
テ
ィ
ブ
な
側
面
が
、〈B

ritish C
onstitution

〉
を
擁
護

し
た
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
に
典
型
的
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
後
の
イ
ギ
リ
ス
「
保
守

主
義
」
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。
そ
し
て
歴
史
的
に
見

れ
ば
、
こ
の
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
も
つ
ラ
デ

ィ
カ
ル
な
側
面
は
、
た
と
え
ば
一
七
世
紀
に
お
い
て
は
主
と
し
て
専
制
的
な
王
権
と

の
対
抗
関
係
の
な
か
で
発
揮
さ
れ
た
し
、
も
う
一
方
の
コ
ン
サ
ー
バ
テ
ィ
ブ
な
特
徴

は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
内
乱
期
の
よ
う
に
（
同
様
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
時
代
に
も
）
、

近
代
自
然
法
思
想
、
と
り
わ
け
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
全
体
の
意
味
で
は
な
く
、
自
然
権

の
享
有
主
体
と
し
て
政
治
社
会
を
構
成
す
る
個
人
と
し
て
の
「
人
民
（the people

）」

と
結
び
つ
い
た
い
わ
ゆ
る
作
為
の
論
理
と
、
そ
し
て
こ
れ
を
前
提
と
し
た
革
命
や
革

新
と
い
っ
た
政
治
事
象
と
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
と
く
に
作
用
し
て
き
た
と
見
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
も
コ
ン
サ
ー
バ
テ
ィ
ズ
ム
も
、

イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
も
つ
「
相
対
的
」
な
働

き
と
し
て
見
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
重
要
な
の
は
、
「
自
由
主
義
」

と
い
い
「
保
守
主
義
」
と
い
っ
て
も
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
の
あ
る
時
期
に
い
た

る
ま
で
は
、
同
じ
観
念
の
異
な
っ
た
現
れ
と
し
て
、
い
わ
ば
コ
イ
ン
の
表
と
裏
の
よ

う
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
一
九
世
紀
の
保

守
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
が
、
同
時
に
自
由
主
義
者
で
も
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
点
に
端
的
に
う
か
が
わ
れ
よ
う 

２
０ 

。 

そ
し
て
、
一
六
四
〇
年
代
の
内
乱
期
に
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
的
な
自
然
法
思
想
が
登
場

す
る
以
前
に
あ
た
る
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
に
あ
っ
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
近
代

的
な
立
憲
主
義
を
生
み
出
す
母
胎
と
な
っ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
言
説
は
、「
絶
対
君
主

制
」
の
台
頭
と
し
て
懸
念
さ
れ
た
当
時
の
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権
と
の
関
係
か
ら
、
ま

さ
に
典
型
的
な
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。「
古
来

の
国
制
」
論
を
説
い
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
〈
保
守
〉
す
べ
き
価
値
が
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
現
に
あ
る
秩
序
と
し
て
の
慣
習
的
世
界
を
前
提
と
し
、
そ
の
歴
史
的

連
続
性
を
強
調
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
確
か
に
そ
れ
は
、
本
質
的
に
保
守
主
義
的

 5



序 論 

な
思
考
様
式
を
呈
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
保
守
す
べ
き

価
値
が
〈
古
来
〉
の
も
の
だ
と
す
る
彼
ら
の
歴
史
論
的
な
主
張
の
基
底
に
は
、
そ
れ

が
よ
り
〈
自
然
〉
に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
存
在
論
的
な
前
提
が
存
在
し
た
。
こ

の
意
味
で
彼
ら
の
「
古
来
性
（antiquity

）
」
の
主
張
と
は
、
「
合
理
性

（reasonableness

）」
の
主
張
に
ほ
か
な
ら
ず
、
彼
ら
に
と
っ
て
〈
古
来
〉
に
立
ち

返
る
こ
と
は
、
よ
り
根
源
的
な
も
の
（the radical

）
と
し
て
の
〈
自
然
〉
に
立
ち

返
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
自
然
本
来
性
」
あ
る
い
は
「
根
源
性
」
を

志
向
す
る
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
契
機
の
な
か

に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
特
有
の
一
見
保
守
主
義
的
な
思
考
に
内
在
し
た
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ

ム
が
生
ま
れ
る
思
想
的
所
以
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
本
稿
の
考
察
の
狙
い
は
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
特
有
の
政
治
的
伝
統
の
形
成
に
寄
与
し
、
も
っ
て
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

は
異
な
っ
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
〉
の
途
と
も
言
う
べ
き
漸
進
主

義
的
・
改
革
主
義
的
な
政
治
路
線
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
一
七
世
紀
の
「
古
来
の

国
制
」
論
、
お
よ
び
そ
れ
を
提
起
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
に
つ
い
て
、
そ
の
政
治

的
な
思
考
様
式
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
。 

  

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
古
来
の
国
制
」
論
に
関
す
る
研
究
は
、
一
九
五
七
年
に
刊

行
さ
れ
た
Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ
コ
ッ
ク
の
『
古
来
の
国
制
と
封
建
法
（Anc

ent

Const
uton

and FeudalLaw

）』

i
 

it
i

 
 

２
１ 

と
い
う
先
駆
的
な
業
績
に
よ
っ
て
に
わ
か

に
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
ポ
コ
ッ
ク
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
こ

の
テ
ー
マ
は
、
ポ
コ
ッ
ク
の
見
解
に
対
す
る
肯
定
と
否
定
を
含
む
、
さ
ま
ざ
ま
な
観

点
か
ら
の
研
究
業
績
を
生
み
出
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
と
く
に
英
米
に
お

け
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の
整
理
を
試
み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
ポ
コ
ッ
ク
は
、

一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
現
実
の
政
治
社
会
に
お
い
て
支
配
的
な
政
治
言
説
で
あ

っ
た
の
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
「
古
来
の
国
制
」
論
で

あ
っ
た
事
実
を
指
摘
し
、
か
れ
は
そ
れ
を
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
・
マ
イ
ン
ド
」
と
名
づ

け
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権
に
対
抗
す
る
当
時
最
も
有
力
な
政
治
言
説
で
あ
っ
た
と
主

張
し
た
。
そ
し
て
こ
の
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
・
マ
イ
ン
ド
」
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
特
有

の
政
治
的
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
古
来
の
国
制
」
論
を
説

い
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
思
考
は
、
当
時
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
流
行
し
た
人

文
主
義
の
知
的
雰
囲
気
と
は
切
り
離
さ
れ
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
固
有
の
コ
ン
ヴ
ェ

ン
シ
ョ
ナ
ル
な
観
念
に
根
ざ
し
た
「
島
国
的
性
格
」
の
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。 

こ
う
し
た
ポ
コ
ッ
ク
の
議
論
は
、
一
方
で
七
〇
年
代
に
登
場
す
る
実
証
主
義
の
歴

史
家
た
ち
か
ら
の
批
判
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
証
主
義
者
た
ち
の
批
判
的
考

察
に
よ
れ
ば
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
、
と
り
わ
け
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
時
代
は
、

「
調
和
と
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
に
基
づ
く
対
立
不
在
の
時
代
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
伝
統
的
な
国
制
観
念
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
ら
の
政
治
理
念
は
と
も
に
共

通
の
枠
組
み
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る 

２
２ 

。
こ
う
し
て
修
正
主
義
陣

営
か
ら
、「
古
来
の
国
制
」
論
の
も
つ
絶
対
主
義
へ
の
抵
抗
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の

側
面
が
否
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
思
考
は
、

ポ
コ
ッ
ク
が
説
い
た
よ
う
に
、
島
国
的
性
格
の
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
大
陸
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
知
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
通
じ
て
い
た
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
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な
っ
た 

２
３ 

。
こ
う
し
た
主
に
修
正
主
義
陣
営
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
、
ポ
コ
ッ
ク

は
、
一
九
八
七
年
に
か
つ
て
の
作
品
の
改
訂
版
を
出
し
て
、
自
説
を
修
正
す
る
と
と

と
も
に
反
論
も
試
み
た 

２
４ 

。
さ
ら
に
、
ポ
コ
ッ
ク
の
研
究
は
、
ウ
ィ
ッ
グ
的
な
研

究
を
批
判
し
た
修
正
主
義
史
家
に
対
す
る
反
批
判
と
し
て
登
場
し
た
Ｊ
・
Ｐ
・
サ
マ

ヴ
ィ
ル
ら
の
ネ
オ
・
ウ
ィ
ッ
グ
的
な
研
究
者
の
ほ
か
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
思
想
史
の

研
究
者
に
よ
っ
て
も
継
承
さ
れ
、
さ
ら
に
精
緻
な
分
析
が
試
み
ら
れ
る
と
同
時
に
、

「
古
来
の
国
制
」
論
が
も
つ
反
絶
対
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
側
面
が
改
め

て
強
調
さ
れ
た 

２
５ 

。 

 

以
上
の
よ
う
な
研
究
史
の
な
か
の
対
立
軸
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
以
下
の

点
に
集
約
さ
れ
よ
う
。
一
般
的
に
、
ネ
オ
・
ウ
ィ
ッ
グ
的
な
研
究
に
お
い
て
は
、
か

つ
て
の
ウ
ィ
ッ
グ
的
解
釈
と
総
称
さ
れ
る
歴
史
研
究
と
同
様
に
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
期
の
王
権
と
議
会
と
の
関
係
は
、
王
権
神
授
説
に
基
づ
く
絶
対
主
義
王
権
に
対
し

て
、
議
会
と
り
わ
け
庶
民
院
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
と
し
て
描

か
れ
、
と
く
に
議
会
の
特
権
、
臣
民
の
諸
権
利
が
確
立
さ
れ
て
い
く
時
代
と
し
て
説

明
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
場
合
、
王
権
と
議
会
と
の
あ
い
だ
に
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
期
を
通
じ
て
、
政
治
社
会
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
原
理
的
な
対
決
が
根
深
く
存
在
し

て
い
た
と
想
定
さ
れ
、
こ
の
政
治
原
理
の
根
本
的
対
立
こ
そ
が
内
乱
（
あ
る
い
は
革

命
）
の
長
期
的
な
要
因
に
な
っ
た
の
だ
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
修

正
主
義
の
批
判
的
解
釈
に
従
え
ば
、
一
六
〇
三
年
か
ら
一
六
四
〇
年
の
長
期
議
会
の

召
集
ま
で
の
時
期
は
、
政
治
的
対
立
の
時
代
で
は
な
く
、
む
し
ろ
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と

調
和
の
時
代
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
代
に
は
と
く
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
根

本
的
差
異
は
な
か
っ
た
し
、
そ
の
意
味
で
、
一
見
、
激
し
く
対
立
し
て
い
る
か
に
見

え
る
相
克
も
、
マ
イ
ナ
ー
な
具
体
的
争
点
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
宮

廷
内
部
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
権
力
闘
争
に
庶
民
院
が
リ
ン
ケ
ー
ジ
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

惹
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
た
。
な
か
ん
ず
く
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ

治
世
の
ジ
ャ
コ
ビ
ア
ン
時
代
の
王
権
と
議
会
に
は
、
宗
教
的
争
点
と
外
交
問
題
の
見

解
に
つ
い
て
「
効
果
的
な
妥
協
」
２
６ 

が
存
在
し
て
い
た
点
を
指
摘
し
、
両
者
の
あ
い

だ
の
非
対
決
的
な
性
格
が
強
調
さ
れ
た
。 

 

た
し
か
に
、
修
正
主
義
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
六
〇
三
年
以
降
の
前
期
ス
テ
ュ

ア
ー
ト
期
の
政
治
過
程
を
、
四
〇
年
代
の
内
乱
期
の
武
力
衝
突
へ
と
至
る
直
線
的
な

連
続
性
に
お
い
て
把
握
す
る
見
方
は
適
切
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治

世
期
の
対
立
が
そ
の
ま
ま
内
乱
へ
と
至
る
必
然
性
は
な
い
し
、
少
な
く
と
も
チ
ャ
ー

ル
ズ
一
世
に
よ
る
親
政
政
治
が
開
始
さ
れ
る
以
前
の
、
議
会
が
開
か
れ
て
い
た
二
〇

年
代
末
ま
で
の
政
治
過
程
と
、
内
乱
へ
と
突
入
し
た
四
〇
年
代
の
政
治
状
況
と
は
政

治
的
ア
リ
ー
ナ
の
可
能
性
と
い
う
点
で
明
ら
か
に
一
定
の
差
異
が
存
在
す
る
。
そ
の

意
味
で
い
え
ば
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
期
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
治
世
期
（
と
く
に
新
政
政
治

の
時
代
）
と
の
あ
い
だ
に
一
定
の
時
代
区
分
を
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
前
者
が
ま
が
り
な
り
に
も
政
治
言
語
に
お
け
る
一
定
の
枠
組
を

共
有
し
、
そ
の
解
釈
上
の
対
立
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
政
治
的
ア

リ
ー
ナ
の
可
能
性
そ
の
も
の
が
維
持
し
得
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
後
者

は
、
こ
の
政
治
的
ア
リ
ー
ナ
そ
の
も
の
が
破
綻
へ
と
向
か
っ
た
と
い
う
点
で
決
定
的

な
違
い
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
即
位
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か
ら
一
六
二
〇
年
代
末
ま
で
の
政
治
過
程
が
、
こ
う
し
た
一
定
の
政
治
言
語
の
共
有

に
よ
っ
て
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
調
和
」
が
存
在
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
も
到
底
い
え

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
統
治
理
念
と
庶
民
院
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
の
国
制
論
と
の
あ
い
だ
に
は
、
表
面
的
あ
る
い
は
形
式
的
に
は
一
定
の
枠

組
み
で
議
論
が
な
さ
れ
て
は
い
て
も
、
そ
の
解
釈
上
の
違
い
は
、
そ
の
根
底
に
統
治

理
念
の
明
ら
か
な
相
違
を
孕
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
共
通
枠
組
み
の
解

釈
上
の
対
立
か
ら
生
ま
れ
る
実
践
上
の
帰
結
は
、
現
実
に
は
「
絶
対
主
義
的
」
な
統

治
と
、「
立
憲
主
義
的
」
な
統
治
と
の
あ
い
だ
の
差
異
に
相
当
す
る
ほ
ど
の
対
立
的
な

性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
共
通
の
政
治
言
語
の
上
に
立
っ
て
解
釈
上
の

対
立
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
で
他
者
の
完
全
な
る
否
定
を
意
味

す
る
「
対
立
」
は
回
避
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
政
治
的
ア
リ
ー
ナ

が
機
能
し
得
て
い
た
限
り
に
お
い
て
、
後
の
内
乱
と
い
う
武
力
衝
突
に
至
る
必
然
性

は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
共
通
の
政
治
言
語
の
解
釈
上
の
対
立
は
、
現
実

に
は
、
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
性
格
の
帰
結
を
孕
ん
だ
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、

そ
こ
に
は
明
ら
か
に
抜
き
差
し
な
ら
な
い
対
立
の
構
図
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
調
和
」
は
、
こ
の
時
代
を
把
握
す
る
視
座
と
し
て

は
正
鵠
を
得
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。 

 

本
稿
で
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
の
政
治
社
会
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、

二
つ
の
前
提
を
立
て
て
議
論
を
進
め
て
い
る
。
一
つ
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の

政
治
史
を
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
期
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
治
世
期
（
と
く
に
二
九
年
以
降
の
親

政
政
治
の
時
代
）
と
の
あ
い
だ
に
時
代
区
分
を
設
け
る
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
即
位
後
の
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
歴
史
過
程
を
内
乱
な
い
し
革

命
へ
の
ハ
イ
・
ロ
ー
ド
と
捉
え
、
必
然
的
な
歴
史
の
コ
ー
ス
を
描
き
が
ち
な
ウ
ィ
ッ

グ
史
観
や
、
両
者
の
あ
い
だ
に
同
質
か
つ
連
続
的
な
対
立
の
構
図
を
見
て
取
る
ネ

オ
・
ウ
ィ
ッ
グ
的
な
歴
史
認
識
と
も
、
ま
た
逆
に
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
を
「
コ
ン

セ
ン
サ
ス
と
調
和
の
時
代
」
と
み
な
し
、
原
理
的
な
対
立
の
不
在
を
説
く
修
正
主
義

と
も
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
前
提
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
す

で
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
期
に
お
い
て
後
の
四
〇
年
代
初
頭
ま
で
の
時
代
を
通
底
す
る

あ
る
種
の
根
深
い
政
治
的
対
立
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
六
〇
三
年
か
ら
一
六
二
九
年
ま
で
の
議
会
が
開
か
れ
て
い
た
時
代
に
も
、
突
き
詰

め
る
と
こ
ろ
和
解
し
が
た
い
二
つ
の
統
治
理
念
の
対
立
が
当
時
の
政
治
論
争
の
な
か

に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
理
解
に
立
っ
て
い
る
。「
古
来
の
国
制
」
論
の
な
か

で
古
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
く
統
治
を
主
張
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
と
、

神
授
権
論
の
上
に
「
法
に
従
う
良
き
君
主
」
を
説
い
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
ら
の
統
治
理
念

と
の
あ
い
だ
に
は
、
王
権
や
議
会
の
政
治
的
権
威
の
所
在
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、

ま
た
国
王
大
権
の
性
格
づ
け
の
点
に
お
い
て
も
、
明
ら
か
に
容
易
に
は
和
解
し
が
た

い
対
立
的
な
論
点
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
対
立
は
、
本
稿
で
指
摘
す
る
よ
う

に
、
戦
時
等
の
非
常
時
に
お
け
る
国
王
大
権
の
捉
え
方
に
お
い
て
最
も
明
瞭
か
つ
鋭

角
的
に
現
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
も
と
よ
り
こ
こ
で
の
対
立
は
、
国
王
側
に
お

い
て
も
庶
民
院
お
よ
び
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
陣
営
に
お
い
て
も
、
一
定
の
政
治
言

説
の
伝
統
が
共
有
さ
れ
、
そ
の
解
釈
上
の
対
立
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
限
り
に
お

い
て
効
果
的
な
妥
協
が
可
能
で
は
あ
っ
た
。
本
稿
の
課
題
の
一
つ
は
、
こ
う
し
た
前
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期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
存
在
し
て
い
た
対
立
の
性
格
、
あ
る
い
は
対
立
軸
の
所
在
に

つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。 

 

他
方
、
こ
う
し
た
対
立
か
コ
ン
セ
ン
サ
ス
か
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
修
正
主
義
論
争

と
は
別
に
、「
古
来
の
国
制
」
論
を
扱
っ
た
従
来
の
研
究
は
、
先
駆
的
な
研
究
で
あ
る

ポ
コ
ッ
ク
は
も
と
よ
り
、
そ
の
後
の
代
表
的
な
研
究
で
あ
る
サ
マ
ヴ
ィ
ル
や
バ
ジ
ス

の
研
究
に
お
い
て
も
、
相
対
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
が
静
態
的
で
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト

期
を
一
個
の
時
代
と
し
て
把
握
し
、
そ
こ
に
存
在
し
た
言
説
（
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
）
を

分
析
す
る
と
い
う
手
法
に
止
ま
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
と
り

わ
け
ポ
コ
ッ
ク
と
サ
マ
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
一
七
世
紀
の

「
古
来
の
国
制
」
論
が
誕
生
し
た
起
源
や
、
そ
れ
が
形
成
さ
れ
る
際
に
依
拠
し
た
コ

ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
種
々
の
言
説
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
た
思
考
様
式

の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
十
分
な
究
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

本
稿
の
課
題
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
史
に
お
い
て
立
憲
主
義
と
議
会
主
義
を
導
い
た
「
古

来
の
国
制
」
論
と
い
う
政
治
言
説
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
、

そ
の
起
源
と
形
成
過
程
を
、
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
連
続
と
変
容
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト

の
な
か
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
現
実
の
政

治
状
況
の
な
か
で
、
い
か
な
る
意
図
な
い
し
は
動
機
を
も
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
言
説

を
受
容
し
、
か
つ
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
読
み
替
え
て
い
っ
た
の
か
、
を
検
討
す
る
こ

と
に
よ
り
、
政
治
社
会
に
お
け
る
政
治
言
説
な
い
し
政
治
言
語
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
、

あ
る
い
は
政
治
的
レ
ト
リ
ッ
ク
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
主
た
る

狙
い
で
あ
る
。 

  

二 

研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法 

  

本
稿
で
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
言
説
を
「
政
治
言

説
（political discourse

）
」
あ
る
い
は
「
政
治
言
語
（political language

）
」

と
し
て
扱
い
、
考
察
を
進
め
て
い
く
。
冒
頭
の
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
葉
に
端

的
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
特
定
の
民
族
や
国
家
の
「
政
治
的
生
活
」
の

形
成
は
、
「
法
的
生
活
」
の
思
考
様
式
と
密
接
な
連
関
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
。
そ
の
意
味
で
、
あ
る
一
定
の
時
代
、
あ
る
一
定
の
民
族
に
お
い
て
見
ら
れ
た
支

配
的
か
つ
典
型
的
な
法
的
思
考
様
式
を
探
り
出
す
こ
と
は
、
そ
の
時
代
、
そ
の
民
族

の
政
治
的
生
活
の
固
有
の
性
格
を
浮
き
彫
り
に
す
る
作
業
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
り

わ
け
、
法
曹
集
団
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
、
同
時
に
庶
民
院
の
主
た
る
担

い
手
で
も
あ
っ
た
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
あ
っ
て
は
な
お
の
こ
と
、
法
的
思
考

と
政
治
的
生
活
の
連
関
は
格
別
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
Ｂ
・
Ｐ
・
レ

ー
バ
ッ
ク
は
、
「
一
六
〇
三
年
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
が
即
位
し
て
か
ら
一
六
四
二
年

に
内
乱
が
勃
発
す
る
ま
で
の
間
、
法
学
者
た
ち
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
に
お
い
て

際
立
っ
た
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
の
法
曹
界
の
な
か
で
最
も
大
規
模
か
つ
支
配

的
な
主
流
を
な
し
て
い
た
の
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
実
際
、
議

会
運
動
の
主
人
公
と
し
て
の
評
判
を
得
て
い
た
」
２
７ 

と
指
摘
す
る
。 

周
知
の
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
古
く
か
ら
法
律
家
の
ギ
ル
ド
と
し
て
の
法
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曹
学
院
（Inns of C

ourt

）
を
中
軸
と
し
た
「
法
曹
一
元
化
制
度
」
が
実
現
し
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
研
究
も
法
律
家
養
成
の
教
育
も
主
と
し
て
法
曹
学
院
に
よ
っ
て
お

こ
な
わ
れ
て
き
た
。
他
方
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
大
学
に
お
け
る
法
学
の
講
義
は
中

世
以
来
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
法
と
教
会
法
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
学
説
を
担

う
法
学
者
と
、
法
実
務
を
担
当
す
る
裁
判
官
お
よ
び
弁
護
士
な
ど
の
法
律
家
は
と
も

に
法
曹
学
院
に
よ
っ
て
輩
出
さ
れ
、
あ
る
程
度
一
体
化
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い 

２
８ 

。
他
方
、
議
会
の
役
割
に
つ
い
て
い
え
ば
、
元
来
そ
れ
は
「
最
高
裁
判
所
（H

igh 

C
ourt of Parliam

ent

）
」
と
し
て
の
機
能
を
そ
な
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
議
会
の

政
務
を
遂
行
す
る
う
え
で
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在

で
あ
っ
た
。
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
あ
っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
、
法
学
説

、
、
、

と
裁
判
実
務

、
、
、
、
と
統
治
、
、
の
ト
リ
ア
ー
デ
を
形
成
し
、
そ
の
な
か
で
大
き
な
影
響
力
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
、
本
稿
が
「
古
来
の
国
制
」
論
あ
る
い
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
を
考
察

す
る
際
に
そ
の
考
察
対
象
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
る
一
群
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
た
ち
が
こ
こ
に
構
成
さ
れ
る 

２
９ 

。
す
な
わ
ち
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
（Sir 

E
dw

ard C
oke, 1552-1634

）
３
０ 

、
ト
マ
ス
・
ヘ
ド
リ
ィ
（Thom

as H
edley, ? 

）

３
１ 

、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
（W

illiam
 H

akew
ill, 1574-1655

）
３
２ 

、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
（Sir Jam

es W
hitelock, 1570-1632

）
３
３ 

、

ジ
ョ
ン
・
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
（Sir John D

odderidge, 1555-1628

）
３
４ 

、
ジ
ョ
ン
・

セ
ル
デ
ン
（John Selden, 1584-1654

）３
５ 

、
ジ
ョ
ン
・
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
（Sir John 

G
lanville, 1586-1661

）
３
６ 

、
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ン
チ
（Sir H

enry Finch, 

1558-1625

）３
７ 

、
ヘ
ネ
イ
ジ
・
フ
ィ
ン
チ
（Sir H

eneage Finch, ? -1631

）３
８ 

、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ノ
イ
（W

illiam
 N

oy, 1577-1634

）
３
９ 

、
ダ
ド
リ
ィ
・
デ
ィ
グ

ズ
（Sir D

udley D
igges, 1583-1639

）
４
０ 

、
ジ
ョ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
（Sir John 

D
avies, 1569-1626

）
４
１ 

と
い
っ
た
、
相
当
の
学
識
を
も
つ
一
級
の
法
学
者
に
し

て
、
裁
判
官
そ
の
他
の
官
職
や
上
級
法
廷
弁
護
士
等
と
し
て
法
実
務
家
で
も
あ
り
、

か
つ
庶
民
院
に
お
け
る
代
表
的
な
政
治
家
で
も
あ
っ
た
よ
う
な
一
群
の
人
び
と
が
、

一
定
の
言
説
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
考
察
対
象
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
が
開
始
さ
れ
、
絶
対
主
義
的
な
言
説
と
政
策
に
直
面
し
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
の
伝
統
が
揺
る
が
さ
れ
た
時
、
か
れ
ら
の
こ
う
し
た
能
力
、

資
質
、
経
験
は
、
伝
統
の
解
釈
行
為
を
通
じ
て
本
格
的
な
政
治
言
説
を
形
成
す
る
の

に
十
分
で
あ
っ
た
し
、
絶
対
主
義
へ
の
実
際
的
で
、
か
つ
理
論
的
な
抵
抗
は
、
彼
ら

を
お
い
て
他
に
な
か
っ
た
。
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
史
を
通
底
し
て
い
る

主
旋
律
は
、
か
く
の
ご
と
き
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
コ
モ
ン
・

ロ
ー
に
も
と
づ
く
国
制
論
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
政

治
お
よ
び
国
制
の
構
造
転
換
の
時
代
に
あ
た
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
構
造
変
化
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
当
時
の
支
配
的
な
政
治
言
説
を
形
成
し
て
い
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
た
ち
の
言
語
、
あ
る
い
は
そ
の
語
用
（the w

ay of using

）
の
な
か
に
刻
印
さ
れ

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
時
に
明
確
な
政
治
的
意
図
を
も
っ
て
進
め
ら
れ

た
解
釈
行
為
で
あ
っ
た
。
本
稿
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
法
言
語
を
、
当
時
の
現

実
政
治
を
導
い
た
政
治
的
言
説
と
し
て
考
察
す
る
ゆ
え
ん
が
こ
こ
に
あ
る
。 
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こ
う
し
た
研
究
目
的
に
立
つ
本
稿
で
は
、
方
法
論
上
、
考
察
の
対
象
と
し
て
、
際

立
っ
た
特
徴
を
持
つ
頂
点
的
な
思
想
家
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
の
一
般
的
な
政
治
的

態
度
を
表
現
し
て
い
る
典
型
的
か
つ
代
表
的
な
諸
人
物
を
、
か
つ
集
合
的
に
取
り
扱

っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
実
践
的
な
政
治
的
行
為
と
の
密
接
な
結
び
つ
き

を
持
っ
た
「
言
説
（discourse

）
」
の
位
相
に
照
準
を
当
て
て
考
察
を
お
こ
な
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
現
実
政
治
と
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（ideology

）
」
と
の
絡
み
合

い
を
政
治
史
的
に
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
ヤ
ー
と
い
う
当
時
の
政
治
社
会
を
担
っ
て
い
た
人
び
と
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た

政
治
的
・
法
的
な
思
考
枠
組
み
を
確
認
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
政
治
社
会
を
動
か

し
て
い
た
支
配
的
・
典
型
的
な
政
治
言
説
を
探
り
出
し
て
い
く
こ
と
を
狙
い
と
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
国
制
や
法
の
形
成
を
そ
の
背
後
で
支
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
法
意
識

あ
る
い
は
法
文
化
の
様
態
を
歴
史
的
に
探
り
出
す
こ
と
を
通
じ
て
、
政
治
社
会
の
基

礎
づ
け
を
め
ぐ
る
政
治
的
な
知
の
様
式
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
、
政
治
的
権
威
を
根
拠
づ
け
る
際
の
英
国
特
有
の
形
式
の
端
緒
と
な

る
べ
き
政
治
的
思
考
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

こ
う
し
た
視
座
に
立
つ
本
稿
の
考
察
は
、
そ
の
採
用
し
た
方
法
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

の
手
法
か
ら
言
っ
て
、
時
と
し
て
多
分
に
「
構
想
力
」
に
頼
っ
て
叙
述
を
展
開
せ
ざ

る
を
え
な
い
側
面
を
持
つ
。
ま
ず
第
一
に
そ
れ
は
、
本
考
察
の
扱
お
う
と
し
た
資
料

的
素
材
が
体
系
的
な
思
想
を
表
現
し
た
ひ
と
り
の
思
想
家
の
テ
キ
ス
ト
群
で
は
な
く
、

法
曹
と
し
て
あ
る
い
は
政
治
家
と
し
て
当
時
の
活
動
的
生
活
に
従
事
す
る
複
数
の
コ

モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
言
説
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
う
し
た
言
説
は
、
そ
の
言

語
行
為
に
お
け
る
表
出
の
場
と
目
的
か
ら
見
て
、
ど
う
し
て
も
断
片
的
・
散
発
的
な

形
で
表
現
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
く
に
そ
れ
が
、
法
書
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
著
作
の
言
説
で
は
な
く
、
議
会
に
お
け
る
発
言
と
し
て
議
事
録
に

残
さ
れ
た
言
説
の
場
合
、
概
し
て
こ
う
し
た
断
片
的
傾
向
は
い
っ
そ
う
強
ま
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
個
々
の
論
者
と
そ
の
表
出
さ
れ
た
言
説
を
、
伝
記
的
記
述
、

あ
る
い
は
実
証
的
な
歴
史
的
知
識
の
並
列
的
・
通
時
的
な
記
述
で
は
な
く
、
当
然
に

予
想
さ
れ
る
論
者
間
の
偏
差
を
時
と
し
て
あ
え
て
捨
象
す
る
危
険
を
冒
す
こ
と
に
な

っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
個
々
の
言
説
の
背
後
に
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
共
有
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
一
定
の
集
合
的
な
思
考
の
活
動
と
そ
の
様
式
を
紡
ぎ
だ
し
、
か

れ
ら
の
政
治
的
な
知
の
基
本
的
枠
組
み
を
発
見
的
か
つ
原
理
的
に
再
構
成
し
よ
う
と

試
み
る
時
、
そ
こ
で
は
必
然
的
に
、
そ
う
し
た
言
説
化
さ
れ
た
個
々
の
素
材
を
構
造

化
す
る
、
こ
ち
ら
側
の
研
究
主
観
に
よ
る
「
構
想
力
」
が
方
法
論
上
要
請
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
研
究
は
、
も
と
よ
り
実
証
的
な
歴
史
叙
述
を
目

指
す
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
時
と
し
て
研
究
主
観
に
よ
る
あ
る
種
「
理
念

型
」
的
な
思
考
操
作
の
結
果
と
し
て
の
「
発
見
的
方
法
」
の
側
面
を
持
つ
こ
と
を
あ

ら
か
じ
め
言
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
一
定
の
「
距
離
化
」
さ
れ

た
地
点
か
ら
再
構
成
さ
れ
た
、
当
時
の
論
者
た
ち
に
つ
い
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
区
分
は
、

当
時
の
本
人
た
ち
に
お
い
て
は
あ
る
い
は
「
自
覚
化
」
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
ク
ッ
ク
と
セ
ル
デ
ン
の
例
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

思
想
的
位
相
で
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
は
、
必
ず
し
も
当
時
の
人
物
間
の
現
実
政
治
で
の

協
働
・
対
立
関
係
と
い
う
歴
史
的
位
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
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い
。 ま

た
他
方
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
当
時
の
複
数
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い
た
理
解
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
よ
う
と
す
る
際
、
何
を
歴

史
観
測
の
定
点
と
し
て
設
定
す
る
か
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
、
結
果
は
異
な
っ
て
こ

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
意
味
か
ら
、
本
考
察
の
視
座
は
、
な
に
よ
り
も
、
「
古
来
の

国
制
」
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
基
礎
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

た
ち
に
共
有
さ
れ
て
い
た
よ
り
集
合
的
な
思
考
の
活
動
、
あ
る
い
は
よ
り
標
準
的
・

典
型
的
な
思
考
の
様
式
の
分
析
に
あ
る
と
い
う
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

  

三 

本
稿
全
体
の
構
成 

 

最
後
に
、
本
考
察
全
体
に
わ
た
る
内
容
上
の
構
成
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
概
観
し
て

お
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
第
一
章
で
は
、
一
七
世
紀
の
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の

庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
現
実
政
治
の
な
か
で
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
権
の
絶

対
主
義
的
諸
政
策
に
対
抗
し
て
「
古
来
の
国
制
」
論
を
展
開
し
て
い
く
際
に
最
も
影

響
力
の
あ
る
言
語
的
文
脈
（linguistic context

）
と
な
っ
て
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
国
制
論
の
伝
統
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。
か
れ
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
「
古

来
の
国
制
」
に
言
及
す
る
際
に
頻
繁
に
依
拠
し
た
の
は
、
一
三
世
紀
の
ヘ
ン
リ
ー
・

ブ
ラ
ク
ト
ン
、
一
五
世
紀
後
半
の
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、
一
六
世
紀
の
ト

マ
ス
・
ス
ミ
ス
で
あ
っ
た
。
一
般
的
に
権
威
的
著
書
と
み
な
さ
れ
る
彼
ら
三
人
の
著

作
を
通
じ
て
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
慣
習
」
、
「
法
に
従
う
統
治
」
、
「
古
来

の
不
変
の
慣
習
」
、
「
政
治
的
か
つ
王
権
的
統
治
」
、
「
立
法
と
課
税
に
お
け
る
議

会
の
同
意
」
、
「
議
会
に
お
け
る
国
王
」
な
ど
、
一
七
世
紀
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー

の
政
治
的
・
法
的
な
思
考
に
重
要
な
素
材
を
提
供
し
た
と
思
わ
れ
る
観
念
を
取
り
上

げ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
と
国
制
に
関
す
る
伝
統
的
な
言
説
の
連
続
性
を
確
認
す
る

こ
と
が
第
一
章
の
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
七
世
紀
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
見
ら

れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
特
有
の
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
・
マ
イ
ン
ド
」
の
知
的
源
泉
を
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
国
制
論
の
な
か
に
探
っ
て
い
く
作
業
で
あ
る
。 

続
く
第
二
章
で
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
影
響
を
与

え
た
と
思
わ
れ
る
当
時
の
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
つ
い
て

考
察
を
お
こ
な
う
。
そ
れ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
知
的
態
度
と
ロ
ー
マ
法
学

の
概
念
お
よ
び
思
考
法
で
あ
る
。
そ
の
知
の
様
式
を
確
認
し
、
そ
れ
ら
が
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
、
そ
の
道
筋

を
歴
史
的
に
た
ど
る
こ
と
が
第
二
章
の
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

「
古
来
の
国
制
」
を
擁
護
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
固
有

の
伝
統
の
な
か
で
閉
じ
た
思
考
法
に
立
脚
し
て
い
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
く
、
彼
ら

コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
思
考
様
式
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
と
ロ
ー
マ
法
学
に
つ

い
て
の
豊
か
な
洞
察
と
学
識
を
も
と
に
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
一
七
世
紀
初
期
に
展
開
し
た
「
古
来
の
国
制
」
論
あ
る
い
は

古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
と
は
、
一
方
で
ブ
ラ
ク
ト
ン
や
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、

ス
ミ
ス
と
い
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
国
制
論
に
依
拠
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
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序 論 

も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
当
時
の
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
人

文
主
義
と
ロ
ー
マ
法
学
の
影
響
な
し
に
は
決
し
て
構
築
し
得
な
い
内
容
と
性
格
の
も

の
で
あ
っ
た
。
第
一
章
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
論
の
伝
統
、
と
り
わ
け
フ
ォ
ー
テ

ス
キ
ュ
ー
の
国
制
論
が
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に
提
示
し
た

も
の
が
、
「
歴
史
性
」
な
い
し
「
古
来
性
」
の
観
念
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ル
ネ
サ

ン
ス
人
文
主
義
お
よ
び
ロ
ー
マ
法
学
が
提
供
し
た
の
は
、
「
理
性
」
な
い
し
「
合
理

性
」
の
契
機
で
あ
っ
た
。
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ

ー
を
中
心
と
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
国
制
論
を
、
大
陸
の
知
的
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
を
媒
介
と
し
な
が
ら
、
新
た
な
様
式
に
お
い
て
読
み
替
え
て
い
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
こ
に
イ
ギ
リ
ス
の
近
代
立
憲
主
義
の
原
型
と
な
る
「
古
来
の
国
制
」
論
お
よ

び
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
古
来
性
」

と
「
理
性
」
の
二
つ
の
契
機
を
綜
合
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
た
と
い
え
る
。 

第
三
章
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
国
制
論
と
大
陸
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
知
的
伝
統
を
も
と
に
展
開
さ
れ
た
一
七
世
紀
の
「
古
来
の
国
制
」
論
お
よ
び

そ
れ
を
支
え
た
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
に
つ
い
て
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
が
著
し
た
法
書
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
さ
ら
に
は
彼
ら
の
庶
民
院
に
お
け
る
議
会
演

説
な
ど
を
も
と
に
考
察
を
進
め
て
い
く
。
そ
こ
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
「
慣
習
と

し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
の
位
相
と
「
理
性
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
の
位
相
と

い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
考
察
を
お
こ
な
う
。
そ
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理

論
が
、
「
古
来
の
慣
習
」
と
い
う
構
成
要
素
と
、
自
然
法
（
理
性
の
法
）
や
神
法
に

由
来
す
る
「
理
性
」
と
い
う
構
成
要
素
と
が
相
互
補
完
的
に
結
合
し
た
型
の
思
考
様

式
に
立
脚
し
て
い
た
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
の
際
、
本
来
は
す
ぐ
れ
て
地
域

的
な
所
産
で
あ
る
は
ず
の
「
慣
習
」
に
由
来
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
、
制
定
法
の
形

式
を
採
る
こ
と
な
く
不
文
法
と
し
て
の
様
式
を
維
持
し
た
ま
ま
、
な
に
ゆ
え
に
近
代

国
家
の
一
般
法
と
な
り
得
た
の
か
、
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
同
時
に
、
そ

れ
は
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
特
有
の
立
憲
主
義
の
形
態
、
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
特
有
の
「
法

の
支
配
」
の
原
理
が
、
特
定
の
人
的
権
威
で
は
な
く
、
「
時
の
叡
智
」
に
よ
っ
て
「
検

証
さ
れ
た
理
性
」
に
基
づ
く
、
道
徳
的
規
範
力
を
帯
び
た 

〈Jus

〉
と
し
て
の
法
を
、

国
家
の
基
本
法
と
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
も
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
第
三
章
の
考
察
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
と
く
に
政
治

的
・
法
的
な
思
考
様
式
の
枠
組
み
を
考
察
す
る
こ
と
に
狙
い
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。 

第
四
章
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
依
拠
し
た
「
古
来
の
国
制
」
論

の
具
体
的
な
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
第
三
章
ま
で
の
考
察
で
確
認

し
た
よ
う
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
思
考
様
式
あ
る
い
は
思
考
枠
組
み
に
立
脚
し
て
立
憲

君
主
制
を
構
想
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
国
制
の
形
態
が
帰
結
す

る
の
か
に
つ
い
て
の
確
認
作
業
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
が
展
開
し
た
古
来
の
国
制
と
は
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
た
立
憲

君
主
制
」
と
い
う
国
制
モ
デ
ル
を
意
味
し
て
い
た
。
と
く
に
第
四
章
で
は
、
議
会
と

制
定
法
の
権
能
、
裁
判
官
の
位
置
、
国
王
大
権
、
臣
民
の
自
由
と
い
っ
た
イ
ギ
リ
ス

立
憲
主
義
の
統
治
構
造
の
中
核
に
位
置
す
る
問
題
群
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
位

置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
う
し
た
考
察
を

通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
「
古
来
の
国
制
」

 

 13



序 論 

論
の
な
か
で
め
ざ
し
た
統
治
形
態
と
は
国
王
の
絶
対
的
大
権
（
戦
時
の
非
常
大
権
を

含
む
）
に
対
す
る
〈
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
議
会
を
通
じ
た
二
重
の
制
限
〉
を
図
る
点
に

集
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性

と
議
会
権
力
の
絶
対
化
と
い
う
一
見
矛
盾
し
合
う
二
つ
の
契
機
が
逆
に
相
互
補
完
的

に
同
時
進
行
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
が
臣

民
の
自
由
に
と
っ
て
の
基
盤
と
さ
れ
た
「
絶
対
的
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
の
観
念
に
基
づ
い

て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。 

第
五
章
で
は
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
ロ
ー
マ
法
の

関
係
、
そ
し
て
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
政
治
的
態
度
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。
そ
の

際
、
一
六
一
〇
年
議
会
で
起
き
た
ロ
ー
マ
法
学
者
ジ
ョ
ン
・
カ
ウ
エ
ル
の
事
件
を
手

掛
か
り
と
し
な
が
ら
、
議
論
を
進
め
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
カ
ウ
エ
ル
事
件
の
考
察

を
通
じ
て
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
ロ
ー
マ
法
の
関
係
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に

と
っ
て
ロ
ー
マ
法
が
持
つ
両
義
性
（
ロ
ー
マ
法
の
学
問
的
有
益
性
と
政
治
的
危
険
性
）

を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
第
五
章
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
と
同
時
に
第
五
章

の
考
察
は
、
「
古
来
の
国
制
」
論
の
形
成
に
お
い
て
〈
一
六
一
〇
年
議
会
〉
が
果
た

し
た
歴
史
的
意
義
を
確
認
す
る
こ
と
に
狙
い
が
置
か
れ
て
い
る
。
本
稿
が
強
調
す
る

重
要
な
論
点
の
一
つ
は
、
「
古
来
の
国
制
」
論
の
端
緒
、
あ
る
い
は
そ
の
原
型
が
、

一
般
的
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
個
人
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、
「
時
の
叡
智
」
に
よ
る
「
検
証
さ
れ
た
理
性
」
の
観
念
を
提
起
し
、
コ

モ
ン
・
ロ
ー
の
古
来
性
と
理
性
と
の
融
合
を
図
っ
た
ト
マ
ス
・
ヘ
ド
リ
ィ
や
、
「
コ

モ
ン
・
ロ
ー
の
摂
理
」
と
「
議
会
の
絶
対
的
権
力
」
の
議
論
を
展
開
し
た
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
ら
、
当
時
の
庶
民
院
に
議

席
を
有
し
た
一
群
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
言
説
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ

た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
一
六
一
〇
年
議
会
に
お
け
る
カ
ウ
エ
ル
事
件
の
考
察
は
、

こ
う
し
た
一
六
一
〇
年
議
会
の
も
つ
意
義
と
、
こ
れ
を
境
に
明
ら
か
に
な
る
、
エ
リ

ザ
ベ
ス
治
世
後
期
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
期
へ
と
移
行
す
る
な
か
で
起
き
た
コ
モ

ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
た
ち
の
法
的
・
政
治
的
態
度
の
シ
フ
ト
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す

る
試
み
で
も
あ
る
。 

 

も
と
よ
り
、
本
稿
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
つ
い
て
の
専
門
的
な
法
学
研
究
を
意
図

し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
時
の
裁
判
所
で
運
用
さ
れ
て
い
た
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
細
部
に
わ
た
る
具
体
的
な
実
体
や
、
個
別
の
判
例
に
つ
い
て
専
門
的
に
評
価

を
行
お
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
予
め
確
認
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
が
考
察

の
狙
い
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
む
し
ろ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
当
時
の
現
実
政
治
の
な
か
で

果
た
し
て
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
言
い
換

え
れ
ば
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
が
駆
使
し
た
〈
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
政
治
〉

を
歴
史
的
に
探
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
が
展
開
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
説
明
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
成
立
の
歴
史
的

事
実
を
必
ず
し
も
正
確
に
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
、

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
〈
歴
史
的
現
在
〉
に
立
っ
て
そ
の
政
治
的
要
請
か
ら
構
築

さ
れ
た
あ
る
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
現
実
政
治
を
導
く
た
め
の
〈
政
治
的
レ

ト
リ
ッ
ク
〉
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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序 論 

一
七
世
紀
の
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
く
「
古
来
の

国
制
」
論
が
展
開
さ
れ
る
な
か
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史
的
成
立
の
実
体
を
越
え

て
、
そ
こ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
政
治
的
思
考
様
式
が
働
き
、
ど
の
よ
う
な
政
治
的
レ

ト
リ
ッ
ク
が
構
築
さ
れ
た
の
か
を
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
言
説
の
う
ち
に

た
ど
る
こ
と
、
そ
れ
が
、
本
稿
の
基
本
的
な
構
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 
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１ 

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
「
危
機
の
政
治
学
」
長
尾
龍
一
他
訳
（
清
水
幾
太
郎
編
『
現
代

思
想
』
第
一
巻
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
七
三
年
）
、
二
四

 

七
頁
。
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前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
政
治
史
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Sam

uel R. G
ardiner, 

H
istory

of England from
 the Accession of Jam

es I to the O
utbreak of

he 

Civil 
W

ar, 
1603-1642 , 

London,1883-4; 
Roger 

Lockyer, 
The 

Early 

Stuarts : A Political H
istory of England 1603-1642 , Second Edition, 

London and N
ew

 York, 1999; G
raham

 E
. Seel and D

avid L. Sm
ith, The

Ea
ly Stua

tK
ings,1603-1642, London and N

ew
 York, 2001. 

ま
た
前
期
ス

テ
ュ
ア
ー
ト
期
と
後
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
通
史
と
し
て
、Angus Stroud, Stuart 

England , London and N
ew

 York, 1999. 

さ
ら
に
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
お
よ
び

後
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
に
つ
い
て
は
、D

avid L. Sm
ith, The 

StuartPar
iam

ents1603-1689 , London and N
ew

 York, 1999. 

な
お
、
邦
語

文
献
と
し
て
、
浜
林
正
夫
『
増
補
版
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
史
』
未
来
社
、
一
九
七
一
年
。 

３ 

空
位
期
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
中
心
と
し
た
議
会
と
国
制
を
め
ぐ
る
政
治
史
に
つ
い
て
は
、

さ
し
あ
た
っ
て
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
拙
稿
「
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
と
議
会
―
神
的
コ
モ

ン
ウ
ェ
ル
ス
と
伝
統
的
国
制
と
の
は
ざ
ま
で
―
」
田
村
秀
夫
編
『
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
と
イ

ギ
リ
ス
革
命
』
（
聖
学
院
大
学
出
版
、
一
九
九
九
年
）
。 

４ 

王
政
復
古
期
の
政
治
史
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。 Ronald H

utton, The 

Restoration : A Political and Religious H
istory of

England
and W

ales 

1658-1667 , R
eprinted, O

xford, 2001;  John M
iller, The Restoration and 

the England of  Char
es II , Second E

dition, London and N
ew

 York, 1997. 

後
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
政
治
史
と
国
制
論
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。M

elinda S. 

Zook, Radical W
higs and Conspiratorical Politics in Late StuartEngland, 

Pennsylvania,1999;  H
ow

ard N
enner (ed.), Po

itics and the Po
itical 

Im
agination in Later Stuart

Brtain
 Essays Presented

to Lois G
reen 

Schw
oe

er, Rochester,1997. 

ま
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
と
そ
の
統
治
に
つ
い
て
は
以

下
を
参
照
。John M

iller, After 
he Civil W

ars : English Politcs and 

G
overnm

ent in the Reign ofCharles
II , Edinburgh, 2000. 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
二

世
と
そ
の
統
治
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。M

ichael M
ullett, Jam

es II and 

Engish Politics 1678-1688, London and N
ew

 York, 1994;  John M
iller, 

Jam
esII, N

ew
 H

aven and London, 2000. 

な
お
、
邦
語
文
献
と
し
て
、
浜
林
正

夫
『
イ
ギ
リ
ス
名
誉
革
命
史
（
上
・
下
）
』
未
来
社
、
一
九
八
一

 

、
一
九
八
三
年
。

５ 

チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
親
政
政
治
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。K

evin Sharpe, The 
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Personal Rule of Charles I, N
ew

 H
aven and London, 1992;  L.J.Reeve, 

Charles I and the Road to Persona
 Rule, Cam

bridge,1989;  Charles 

C
arlton, Charles I

The
PersonalM

onarch, Second Edition, London and 

N
ew

 York,1995. 
さ
ら
に
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
親
政
政
治
か
ら
一
六
四
〇
年
代
初
期

の
長
期
議
会
の
時
代
を
対
象
に
、
君
主
制
が
崩
壊
し
て
い
く
政
治
史
を
考
察
し
た
も
の

と
し
て
、Conrad R

ussell, The Fall of he Br
ti

h M
onarchies 1637-1642, 

O
xford,1995. 

６ 

一
六
四
〇
年
代
の
内
乱
期
に
お
け
る
国
制
論
、
と
り
わ
け
国
王
を
頂
点
と
す
る
伝
統
的

国
制
論
を
擁
護
し
て
体
制
決
着
を
図
ろ
う
と
し
た
言
説
を
考
察
し
た
も
の
と
し
て
、
以

下
を
参
照
。D

avid L. Sm
ith, ConsitutionalR

yalism
 and The Search

for 

Se
tlem

en
c.1640-1649, Cam

bridge,1994. 

７ 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Roger Lockyer, Jam

es VI &
 I, 

London and N
ew

 York,1998; D
aniel Fischlin and M

ark Fortier (ed.), 

Royal Subjects: Essays on the W
ritings of Jam

es VI and I, D
etroit, 2002; 

Christopher D
urston, Jam

esI, London and N
ew

 York, 1993. 

８ 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
最
初
の
議
会
は
、
一
六
〇
四
年
に
召
集
さ
れ
、
一
六
一
一
年
二
月
九

日
に
解
散
さ
れ
る
ま
で
、
以
下
の
通
り
、
計
五
回
に
わ
た
っ
て
会
期
が
開
か
れ
た
。
す

な
わ
ち
、
第
一
会
期
（1604.3.19- 7.7

）
、
第
二
会
期
（1605.11.5- 1606.5.27

）
、
第

三
会
期
（1606.11.18- 1607.7.4

）
、
第
四
会
期
（1610.2.9- 7.23

）
、
第
五
会
期

（1610.9.16- 12.6

）
。
な
お
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
最
初
の
こ
の
議
会
の
議
事
録
と
し
て

は
以
下
の
も
の
が
存
在
す
る
。
第
一
会
期
と
第
三
会
期
の
庶
民
院
に
お
け
る
議
事
内
容

と
し
て
（
第
二
会
期
の
議
事
録
は
存
在
し
な
い
）
、Sir Edw

ard M
ontagu, ‘Journal 

by Sir Edw
ard M

ontagu in the H
ouse of Com

m
ons’ , in H

istorcal 

M
anuscrpts

Com
m

ss
on, B

uccleuch M
SS, vol.3, pp.78-91;107-17. 

同
じ

く
第
三
会
期
の
庶
民
院
の
議
事
録
を
編
纂
し
た
も
の
と
し
て
、Robert Bow

yer, The 

Parliam
entary D

iary of Robert Bow
yer, 1606-1607, edited by D

avid 

H
arris W

ilson, M
inneapolis, 1931. 

一
六
一
〇
年
の
第
四
会
期
に
お
け
る
貴
族
院

と
庶
民
院
の
議
事
録
を
編
纂
し
た
も
の
と
し
て
、E

lizabeth R
ead Foster (ed.), 

Proceedings in Parliam
ent 1610, 2vols,vol.1(H

ouse of Lords), vol.2 

(H
ouse of C

om
m

ons), N
ew

 H
aven,1966, II, p.175. 

同
じ
く
第
四
会
期
の
庶
民

院
の
議
事
録
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、Sam

uel Raw
son G

ardiner (ed.), 

Par
iam

entary D
ebates in 1610, N

ew
 York, 1862. 

第
五
会
期
の
庶
民
院
の
議

事
録
と
し
て
、A Record o

Som
e W

orthy Proceed
ngs; in

he H
onarable, 

W
ise 

and 
Faithful 

H
ouse 

of 
Com

m
ons 

in 
the 

Late 
Parlam

ent 

[A
m

sterdam
:s.n.], 1611 (STC.7751). 

９ 

一
六
一
四
年
議
会
は
、
一
回
の
会
期
（1614.4.5- 7.7

）
が
開
か
れ
、
同
年
七
月
七
日

を
も
っ
て
解
散
。
一
六
一
四
年
議
会
の
庶
民
院
の
議
事
録
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

M
aija 

Jansson(ed.), 
Proceedings 

in 
Par

iam
en

 
1614 

(H
ouse 

of 

Com
m

ons) , Philadelphia, 1988. 

１
０ 

一
六
二
一
年
議
会
は
、
一
回
の
会
期
（1621-1.30- 12.18

）
が
開
か
れ
、
翌
一
六
二
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二
年
一
月
六
日
に
解
散
さ
れ
た
。
一
六
二
一
年
議
会
の
庶
民
院
の
議
事
録
は
以
下
を
参

照
。 W

allace N
otestein, Frances H

 Relf and H
artley Sim

pson (ed.), 

Com
m

ons D
ebates,1621, N

ew
 H

aven, 1935. 

１
１ 

一
六
二
四
年
議
会
は
、
一
回
の
会
期
（1624.2.19-5.29

）
が
開
か
れ
た
後
、
一
六
二

五
年
三
月
二
七
日
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
死
去
に
よ
り
自
動
的
に
解
散
。
一
六
二
四
年

議
会
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
議
事
録
が
存
在
す
る
。
庶
民
院
の
議
事
内
容
に
つ
い
て
は
、

Sir John H
olles, The H

olles Account of Proceedings in the H
ouse of 

Com
m

ons in 1624 , transcribed by C
hristopher Thom

pson,O
rset, 1985;  

Sir N
athaniel R

ich, Sir N
athaniel Rich’s D

airy of Proceedings in the 

H
ouse of Com

m
ons in 1624 , transcribed by C

hristopher Thom
pson, 

W
ivenhoe, 1985. 

貴
族
院
の
議
事
内
容
に
つ
い
て
は
、Sam

uel Raw
son G

ardiner 

(ed.), N
otes of the D

ebates in the Lords; officially taken by H
enry Elsing, 

Clerk of the Par
iam

ents, A.D
.1624

and
1626; ed., from

 the O
riginal M

S. 

in the Possession of E
G

.Carew, Esq ., Cam
den Society, N

ew
 Series, 

N
o.24, 1879. 

１
２ 

チ
ャ
ー
ル
ズ
治
世
最
初
の
議
会
は
、
一
六
二
五
年
に
召
集
さ
れ
、
一
回
の
会
期

（1625.6.18-8.12

）
が
開
か
れ
、
同
年
八
月
一
二
日
を
も
っ
て
解
散
。
な
お
、
チ
ャ
ー

ル
ズ
治
世
最
初
の
こ
の
議
会
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
議
事
録
を
参
照
。 M

aija Jansson, 

and W
illiam

 B
. B

idw
ell (ed.), Proceedings in Par

iam
ent 1625, N

ew
 

H
aven and London,1987. 

ま
た
庶
民
院
の
議
事
録
と
し
て
、Sam

uel Raw
son 

G
ardiner (ed.), D

ebates in the H
ouse of Com

m
ons in 1625; ed., from

 a 

M
S. in the Library of Sir R

ainald K
nightley, B

art., C
am

den Society, N
ew

 

Series, N
o.6, 1873. 

１
３ 

一
六
二
六
年
議
会
は
、
一
回
の
会
期
（1626.2.6- 6.15

）
が
開
か
れ
、
同
年
六
月
一

五
日
を
も
っ
て
解
散
。
一
六
二
六
年
議
会
の
議
事
録
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

W
illiam

 B
. B

idw
ell and M

aija Jansson (ed.), P
oceedings

n
Parla

m
ent 

1626 , 4vols., N
ew

 H
aven, 1991-6. 

１
４ 

一
六
二
八
年
議
会
は
、
第
一
会
期
（1628.3.17- 6.26

）
、
第
二
会
期
（1629.1.20- 

3.10

）
と
二
度
開
か
れ
、
一
六
二
九
年
三
月
一
〇
日
に
解
散
。
一
六
二
八
年
議
会
の
議

事

録

に

つ

い

て

は

以

下

を

参

照

。R.C.Jonson,M
.F.K

eeler 
et 

al 
,eds, 

Proceedings in Parliam
ent 1628,6vols, N

ew
 H

aven,1977-83 (The first 4 

volum
es are entitled Com

m
ons D

ebates1628). 

１
５ 

一
六
〇
四
年
か
ら
一
六
二
九
年
ま
で
の
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
言
説
を
た
ど
る

う
え
で
、
上
記
、
注
で
挙
げ
た
各
議
事
録
の
ほ
か
、
以
下
の
も
の
を
使
用
し
た
。A 

Com
plete Collec

ion of State
Trials and Proceedings for H

igh Treason 

and O
ther Crim

es and M
isdem

eannors , com
piled by T. B. H

ow
ell, Esq., 

21vols, vol.2 (1 Jam
es I. To 3 Charles I. …

1603-1627), Reprinted, N
ew

 

York, 2000;  John R
ushw

orth, H
istorical Collecitons ofPrivate Passages 

of S
ate

 W
eighty M

atters in Law, Rem
arkable Pr

ceedings in Five 

Par
iam

en
s

Beg
nning

he Six
eenth

Yea
 ofK

ing Jam
esAN

N
O

1618
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And
Ending the

Fith
Yea

 ofK
ing Char

s AN
N

O
 1629, London, 1659. 

１
６ 

前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
時
代
に
焦
点
を
当
て
た
日
本
に
お
け
る
研
究
と
し
て
、
た
と
え

ば
税
制
に
関
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
酒
井
重
喜
「
イ
ギ
リ
ス
の

関
税
徴
税
請
負
制
（
２
）
―
初
期
ス
チ
ュ
ー
ア
ト
朝
に
お
け
る
「
大
請
負
」
の
展
開
１
」

『
熊
本
商
大
論
集
』
第
３
４
号
（
２
）、
同
「
イ
ギ
リ
ス
の
関
税
徴
税
請
負
制
（
３
）
―

初
期
ス
チ
ュ
ー
ア
ト
朝
に
お
け
る
「
大
請
負
」
の
展
開
２
」『
熊
本
商
大
論
集
』
第
３
４

号
（
３
）、
同
「
初
期
ス
チ
ュ
ー
ア
ト
朝
期
の
関
税
徴
税
請
負
制 :

「
雑
請
負
」
の
展
開
」

『
熊
本
商
大
論
集
』
第
３
５
号
（
２
）、
一
九
九
八
年
、
同
「
一
六
二
六
年
と
一
六
二
八

年
の
船
舶
税
」
『
熊
本
学
園
大
学
経
済
論
集
』
第
８
号
（
３
／
４
）
、
二
〇
〇
二
年
。
そ

の
他
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
外
交
と
国
際
関
係
を
と
く
に
当
時

の
国
際
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
同
盟
の
文
脈
で
考
察
し
た
も
の
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

岩
井
淳
「
初
期
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
期
の
外
交
政
策
と
国
際
関
係
」『
人
文
論
集 : 

静
岡
大
学

人
文
学
部
人
文
学
科
研
究
報
告
』
第
五
一
号
（
１
）
、
二
〇
〇
〇
年
。
他
方
、
と
く
に
経

済
史
の
観
点
か
ら
ジ
ェ
ー
ム
ズ
お
よ
び
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
治
世
を
研
究
し
た
も
の
と
し
て
、

常
行
敏
夫
『
市
民
革
命
前
夜
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
○
年
、
第
五
章
。

ま
た
憲
法
思
想
の
分
野
に
お
い
て
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
に
つ
い
て
研
究
し
た
も
の
と

し
て
、
安
藤
高
行
『
近
代
イ
ギ
リ
ス
憲
法
思
想
史
研
究
―
ベ
ー
コ
ン
か
ら
ロ
ッ
ク
へ
―
』

（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
三
年
）、
第
一
章
。
さ
ら
に
ク
ッ
ク
と
ホ
ッ
ブ
ズ
の
比
較
考

察
を
お
こ
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
安
藤
高
行
『
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
憲
法
思
想
史
―
ホ

ッ
ブ
ズ
の
周
辺
―
』
（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
三
年
）
、
第
一
章
、
な
ど
が
あ
る
。 

１
７ Robert E.Ruigh, The Par

iam
entof 1624 

Po
itics

and Fore
gn Po

cy, 

M
assachusetts, 1971, p.8. 

１
８ Jam

es R. Stoner, Com
m

on Law
 &

 Liberal Theory : Coke
 H

obbes
&

 he 

O
r

gins of Am
eri

an Constitutionalism
, K

ansas,1992, p.8. 

１
９ G

lenn 
B

urgess, 
The 

Politics 
of 

the 
Ancient 

Constitution 
: 

An 

Introduction to Engli
h Po

itcal Thought 1603-1642 , London,1992, 

pp.116,119,138,174. 

２
０ 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
村
岡
健
次
『
新
装
版
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア

時
代
の
政
治
と
社
会
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
五
年
）
、
第
一
部
。
栄
田
卓
弘
『
イ

展

早
稲

部

一

九
一
年

 

ギ
リ
ス
自
由
主
義
の

開
』
（

田
大
学
出
版

、

九

）
。

２
１ J.G

.A.Pocock,The Ancient Constitution and
he FeudalLaw

 : A Study 

of 
English 

H
ist

r
ca

 
Thought 

in 
the 

Seven
eenth 

Century,  

Cam
bridge,1957. 

２
２ 

こ
う
し
た
修
正
主
義
研
究
に
道
を
開
い
た
の
が
コ
ン
ラ
ッ
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
で
あ
る
。

Conrad 
Rusell, 

Parliam
ents 

and 
English 

Po
itics 

1621-1629, 

O
xford,1979; R

usell, The Causes of the English Civil W
ar, O

xford,1990; 

R
usell, U

nrevolutionary England, 1990; R
usell, The

Fa
 ofthe Br

tish 

M
onarch

es1637-1642, O
xford,1991. 

も
っ
と
も
そ
の
萌
芽
は
す
で
に
七
〇
年
代

な
か
ば
の
Ｇ
．
Ｒ
．
エ
ル
ト
ン
に
も
見
ら
れ
る
。G

.R.E
lton, ‘A H

igh R
oad to C

ivil 

W
ar’,in Elton, Stud

es in Tudor
and Stuart Po

itis and G
overnm

ent, 
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II ,Cam
bridge 1974. 

さ
ら
に
、
と
く
に
「
古
来
の
国
制
」
論
に
関
わ
る
修
正
主
義
的

研
究
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。Paul Christianson, ‘Royal and 

Parliam
entary Voices on the A

ncient C
onstitution, c.1604-1621’, in 

Linda Levy Peck (ed.), The M
ental W

orld of the Jocobean Court , 

C
am

bridge,1991; 
C

hristianson, 
D

iscourse 
on 

H
istory, 

Law, 
and 

G
overnance in the PublicCareer of John Selden, 1610-1635 , Tront,1996; 

G
lenn 

Burgess, 
The 

Po
itic

 
of 

the 
Ancient 

Constitution 
: 

An 

Introduc
ion to English Political Thought 1603-1642 , London,1992; 

Burgess, 
Absolute 

M
onarchy 

and 
he 

Stuart 
Constitution, 

N
ew

 

H
aven,1996; K

evin Sharpe, Politics and Ideas in Early Stuart England : 

Essays and Studies , London,1989; Sharpe, ‘Introduction : Parliam
entary 

H
istory 1603-1629 : in or out of Perspective’, in Sharpe (ed.), Faction

and 

Pa
liam

ent: Essayson Ear
y

Stuar
H

ist
ry  , O

xford,1978. 

２
３ 

こ
う
し
た
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
知
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
影
響
を
論
じ
た
も
の
と
し

て
、Loues A. K

nafla, ‘The Influence of Continental H
um

anists and Jurist 

on 
English 

C
om

m
on 

Law
’ 

in 
R

.J.Schoeck 
(ed.), 

Acta 
Conven

us 

N
eo-Latini 

Bononensis 
: 

P
oceedings 

of 
the 

Fourth 
International 

Congress of N
eo-Latin Studies, Bologna 26 August to 1 Septem

ber 1979 , 

pp.60-71; C
.P.Rodgers, ‘H

um
anism

, H
istory and the Com

m
on Law

’, 

Journal 
of 

Lega
 

H
istory 

6 
(1985),pp.129-56; 

Richard 
J. 

Terrill, 

‘H
um

anism
 and R

hetoric in Legal E
ducation : The C

ontribution of Sir 

John 
D

odderidge 
(1555-1628) 

’, 
Journal 

of 
Legal 

H
istory 

2 

(1981),pp.30-40; Terrill, ‘W
illiam

 Lam
barde : E

lizabethan H
um

anist and 

Legal H
istorian’, Journal of Legal H

istory 6 (1985); W
ilfred R. Prest, 

‘ The D
ialectical O

rigins of Finch’s Law
’, Cam

bridge Law
 Journal 36 

(1977),pp.326-52; 
H

ans 
S.Paw

lisch, 
‘Sir 

John 
D

avies, 
the 

A
ncient 

C
onstitution, and the C

ivil Law,’ H
is

orical Journal 23 (1980); Paw
lisch, 

Si
 John D

avies and the Conquest of Ireland : A Study in Legal 

Im
perialism

, C
am

bridge,1985; C
hristopher B

rooks and K
evin Sharpe, 

‘H
istory, E

nglish law
 and R

enaissance’, Pas
and Present 72 (1976). 

２
４ J.G

.A.Pocock,The Ancient Constitution
and

he Feudal Law
 : A Study 

of English H
istorical Thought in the Seven

eenth Century, A Re
ssue 

w
ith a

Re
ospe

t, Cam
bridge,1987. 

こ
の
改
訂
版
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
を

も
と
に
改
め
て
再
考
し
た
論
考
を
「
回
顧
」
と
い
う
形
で
ま
と
め
、
新
た
に
第
二
部
を

け
て
い
る
。 Ibid.,pp.253-387. 

設

２
５ 

ネ
オ
・
ウ
イ
ッ
グ
的
な
見
地
に
立
っ
た
研
究
、
お
よ
び
そ
れ
と
共
通
し
た
観
点
を
も
つ

研
究
と
し
て
は

、
た
と
え
ば
以
下
の
も
の
が
あ
る
。D

erek 
H

irst, The

Represen
atve of the People ? : Voters and Voting in England

under the 

Early Stuarts , Cam
bridge, 1975; H

irst, Authority and Conflict :England 

1603-1658 , London,1986; Johann P. Som
m

erville, Po
itics

&
Ideology in
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l

England, 1603-1640, London,1986 (ditto, Royalists and Patriots : Politics 

and Ideology in England 1603-1640 , Second E
dition, London,1999; 

Som
m

erville, ‘Absolutism
 and Royalism

’ in J.H
.B

urns and M
ark G

oldie 

(ed.), 
The 

Cam
bridge 

H
istory 

of 
Political 

Thought 
1450-1700, 

C
am

bridge,1991; Som
m

erville, ‘The A
ncient Constitution Reassessed : 

the C
om

m
on Law, the C

ourt and the Languages of Politics in E
arly 

M
odern E

ngland’ in M
alcolm

 Sm
uts (ed.), The Stuart Court and Europe : 

Essays in Politics and Political Culture , Cam
bridge,1996; Som

m
erville, 

‘Ideology, Property and the C
onstituion’, in R

ichard Cust and A
nn 

H
ughes (ed.), Conflict in early Stuart England : Studies in Religion and 

Politics 
1603-1642 , 

C
am

bridge,1989; 
Som

m
erville, 

‘English 
and 

European 
Political 

Ideas 
in 

the 
Early 

Seventeenth 
Century 

: 

Revisionism
 and the Case of Absolutism

’, Journal ofBritish
Studies 35 

(1996) ; Jam
es R. Stoner, Com

m
on Law

 &
 Liberal Theory : Coke, H

obbes, 

&
 the O

rigins of Am
erican

Constitutionalism
, K

ansas,1992; E
llis Sandoz 

(ed.), The
Rootsof Liberty

 M
agna Carta, Ancient Constitution, and the 

Angro-Am
erican 

Trad
ton 

of 
Rule 

of 
Law

, 
Colum

bia,1993; 

J.G
.A.Pocock(ed.), The Varieties of Br

tish Politica
Though

,1500-1800, 

Cam
bridge, 1993; Janelle G

reenberg, The Rad
cal Face of the Anc

ent 

Constituton 
 St Edw

a
d’s “law

” in Eary M
ode

n Po
iical Thought , 

Cam
bridge,2001. 

２
６ Irene Carrier, Jam

esVI and
I K

ing ofG
reat Br

tain, Cam
bridge,1998, 

p.1. 

２
７ Brian P. Levack, The CivilLaw

yers in
England 1603-1641

 A
Po

itical 

Study , O
xford, 1973, p.1. 

２
８ 

た
と
え
ば
、
伊
藤
正
己
「
イ
ギ
リ
ス
法
学
」
（
碧
海
純
一
、
伊
藤
正
己
、
村
上
淳
一
編

『
法
学
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
所
収
）
、
第
Ⅰ
節
「
法
曹
法
」
を
参
照
せ

。 

よ

２
９ 

本
注
以
下
の
と
こ
ろ
で
、
本
稿
が
取
り
上
げ
る
一
群
の
代
表
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
に

つ
い
て
紹
介
を
お
こ
な
う
が
、
そ
の
際
の
説
明
は
原
則
と
し
て
主
要
な
経
歴
に
と
ど
め
、

と
く
に
彼
ら
の
著
作
や
彼
ら
に
関
す
る
二
次
的
な
研
究
文
献
に
つ
い
て
は
、
後
に
本
文

引
用
し
た
際
に
そ
の
つ
ど
明
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 

で

３
０ 

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
を
卒
業
の

後
、
法
曹
学
院
イ
ン
ナ
ー
・
テ
ン
プ
ル
（Inner Tem

ple

）
で
国
内
法
に
つ
い
て
学
び
、

一
五
七
八
年
か
ら
法
律
家
と
し
て
活
動
。
そ
の
後
、
一
五
八
九
年
の
議
会
に
お
い
て
ア

ル
ド
バ
ラ
ー
（Aldborough

）
の
都
市
選
挙
区
か
ら
庶
民
院
議
員
に
選
出
さ
れ
、
一
五

九
二
年
議
会
で
は
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
の
州
選
挙
区
か
ら
同
議
員
に
選
出
さ
れ
た
。
一
五
九

二
年
か
ら
九
三
年
ま
で
庶
民
院
の
議
長
を
務
め
、
一
五
九
三
年
か
ら
九
四
年
ま
で
国
王

の
最
高
の
法
律
顧
問
で
あ
る
法
務
総
裁
（attorney-general

）
に
就
任
。
さ
ら
に
、
一

六
〇
六
年
か
ら
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
一
つ
で
あ
る
人
民
間
訴
訟
裁
判
所
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（Com
m

on Pleas

）
の
主
席
裁
判
官
を
、
一
六
一
三
年
か
ら
は
同
じ
く
コ
モ
ン
・
ロ
ー

裁
判
所
の
一
つ
で
あ
る
王
座
裁
判
所
（K

ing’s Bench

）
の
主
席
裁
判
官
を
歴
任
。
そ

の
後
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
と
対
立
し
て
失
脚
し
た
後
、
一
六
二
〇
年
代
か
ら
は
公
的
活
動
の

舞
台
を
議
会
に
移
す
。
一
六
二
一
年
議
会
、
一
六
二
四
年
議
会
、
そ
し
て
チ
ャ
ー
ル
ズ

一
世
即
位
後
の
一
六
二
五
年
議
会
、
一
六
二
六
年
議
会
、
一
六
二
八
年
議
会
に
お
い
て

一
貫
し
て
庶
民
院
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
と
し
て
反
王
権
闘
争
を
展
開
し
た
。
彼
が
執
筆

し
た
四
部
か
ら
な
る
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
提
要
』
と
一
三
部
か
ら
な
る
『
判
例
集
』
は
、

近
世
に
古
典
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
が
確
立
す
る
基
礎
と
な
っ
た
。
彼
の
経
歴
に
つ
い

て
は
以
下
を
参
照
。Leslie Stephen and Sidney Lee (ed.), D

ictonary o
 

N
ational Biography , London, 1908, vol.IV, pp.685-700. 

（
以
下
、
す
べ
て

D
N

B

と
略
記
）
。
お
よ
び
、Edw

ard Foss, Biographia Juridica : A Biographical 

D
ictona

y ofthe JudgesofEng
and

1066-1870, London, 1870, pp.174-9. 

（
以
下
、
す
べ
てBD

JE

と
略
記
）。
な
お
、
彼
の
上
記
の
著
作
に
つ
い
て
は
以
下
を
参

照
。 Sir Edw

ard Coke, The Reports , Pt.1-13 (in John H
enry Thom

as and 

John Farquhar Fraser’s E
dition, 6vols, R

eprint, N
ew

 Jersey, 2002); C
oke, 

The Institutes of the Law
s of England, or a Com

m
entary upon Littleton, 

Pt.1-4 (in Francis H
argrave and C

harles B
utler’s Edition, London,1817).  

３
１ 

ト
マ
ス
・
ヘ
ド
リ
ィ
は
、
一
六
〇
四
年
か
ら
一
六
一
一
年
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
第
一
議

会
に
お
い
て
庶
民
院
議
員
と
し
て
活
動
。
と
く
に
、
一
六
一
〇
年
議
会
で
は
、
賦
課
金

の
是
非
を
め
ぐ
る
論
争
の
な
か
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
議
会
に
関
し
て
当
時
の
コ
モ
ン
・

ロ
ー
ヤ
ー
の
な
か
で
も
最
も
体
系
的
か
つ
精
緻
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
が
こ
こ

で
展
開
し
た
議
論
は
、
管
見
す
る
限
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
と
議
会
の
絶
対
性

と
を
機
能
的
に
組
み
合
わ
せ
た
一
七
世
紀
型
の
立
憲
君
主
制
を
表
明
し
た
最
初
の
体
系

的
な
国
制
論
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
ら
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統

的
国
制
論
に
見
ら
れ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
古
来
性
の
言
説
と
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義

と
ロ
ー
マ
法
学
の
学
識
が
綜
合
し
あ
っ
て
、
新
た
な
思
考
様
式
の
下
で
国
制
論
が
展
開

さ
れ
て
い
る
の
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
ド
リ
ィ
の
言
説
に
関
す
る
本
稿
の
分

析
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
の
思
考
の
な
か
に
は
、
中
世
ロ
ー
マ
法
学
や
論
理

学
の
影
響
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
歴
史
研
究
を
通
じ
た
該
博
な
知
識
が
随
所
に
確

認
さ
れ
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ヘ
ド
リ
ィ
に
関
し
て
は
詳
細
な
経
歴
は
ま
っ
た

く
不
明
で
あ
り
、Dictionary

o
N

ational Biography 

に
お
い
て
さ
え
取
り
扱
わ
れ

て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
時
代
の
国
制
論
の
研
究
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ

ろ
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
一
六
一
〇
年
議
会
に
お
け
る
ヘ
ド

リ
ィ
の
長
大
な
演
説
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Proce

dings in
Parliam

ent 1610, 

II, pp.170-197. 

３
２ 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
で
、
当
時
の
代
表
的
な
法
制

史
家
の
一
人
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
末
期
か
ら
一
六
二
九
年
ま
で
一
貫
し
て
庶
民
院
議
員

に
選
出
さ
れ
、
政
治
家
と
し
て
も
活
躍
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
エ
ク
セ
タ
ー
・
カ

レ
ッ
ジ
に
入
学
し
（
学
位
は
未
取
得
）、
そ
の
後
、
法
曹
学
院
の
リ
ン
カ
ー
ン
ズ
・
イ
ン

（Lincoln’s Inn
）
に
お
い
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
習
得
す
る
と
と
も
に
、
政
治
学
に
つ
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い
て
も
知
見
を
深
め
る
。
そ
の
後
、
複
数
の
選
挙
区
か
ら
庶
民
院
に
選
出
さ
れ
る
。
エ

リ
ザ
ベ
ス
治
世
末
期
の
一
六
〇
一
年
議
会
に
は
ボ
シ
ニ
ー
（Bossiney

）
か
ら
、
一
六

〇
四
年
か
ら
一
六
一
一
年
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
最
初
の
議
会
に
は
ミ
ッ
チ
ェ
ル

（M
ichell

）
か
ら
、
一
六
一
四
年
議
会
お
よ
び
一
六
二
一
年
議
会
に
は
ト
レ
ゴ
ニ
ー

（Tregony

）
か
ら
、
一
六
二
八
年
議
会
に
は
ア
マ
ー
シ
ャ
ム
（Am

ersham

）
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
選
出
さ
れ
た
。
一
六
二
九
年
の
議
会
解
散
の
後
、
議
会
人
生
活
か
ら
引
退
。
ヘ

イ
ク
ウ
ィ
ル
は
、
一
六
世
紀
末
期
に
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
ム
デ
ン
（W

illiam
 C

am
den

）、

ロ
バ
ー
ト
・
コ
ッ
ト
ン
（Sir Robert Cotton
）
ら
が
主
宰
す
る
「
考
古
家
協
会
（Society 

of Antiquaries

）
」
に
所
属
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
語
源
学
的
歴
史
研
究
の
方

法
を
用
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
制
度
を
研
究
し
、
法
制
史
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い

る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
制
に
関
す
る
彼
の
豊
か
な
学
識
は
、
庶
民
院
に
お
け
る
彼
の
政

治
家
と
し
て
の
活
躍
を
後
押
し
し
、
と
く
に
賦
課
金
が
最
大
の
争
点
と
な
り
、
ジ
ェ
ー

ム
ズ
治
世
最
初
の
本
格
的
な
国
制
論
争
が
起
こ
っ
た
一
六
一
〇
年
の
議
会
で
は
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
と
議
会
を
軸
と
し
た
古
来
の
国
制
に
関
す
る
長
大
な
演
説
を
お
こ
な
い
、
そ

の
後
そ
の
草
稿
は
く
り
返
し
複
写
さ
れ
、
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
に
広
く
読
ま
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
草
稿
は
、
長
期
議
会
が
開
催
さ
れ
た
後
の
一
六
四

一
年
に
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
彼
の
主
な
経
歴
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。D

N
B, 

vol.V
III, pp.894-5.  

な
お
、
一
六
一
〇
年
議
会
で
の
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
の
演
説
に
つ
い

て
は
、
以
下
を
参
照
。A Com

plete Co
lecton ofSta

e Tr
als and Proceedings 

forH
gh Treason and

O
therCrim

es
and M

isdem
eannors, com

piled by T. 

B
. H

ow
ell, E

sq., 21vols, Reprinted, N
ew

 York, 2000, vol.II (1 Jam
es I. To 

3 C
harles I. …

1603-1627), pp.407-75.

（
以
下
、State Trials

と
略
記
）
。 

そ

の
草
稿
を
刊
行
し
た
作
品
と
し
て
、W

illiam
 H

akew
ill, The Libertie of the 

Subject: Against the Pretended Pow
er of Im

positions (1641), reprinted in 

Classics of English Legal H
istory in the M

odern Era, N
ew

 York and 

London, 1979. 

な
お
、
考
古
家
協
会
で
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
そ
の
他
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ

ー
が
発
表
し
た
諸
論
文
は
そ
の
一
部
が
以
下
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。Thom

as H
earne, 

A Collection of Curious D
iscourse, W

ritten by Em
inent Antiquaries 

U
pon Severa

 H
eads in O

u
 English antiquities , O

xford,1720. 

３
３ 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
は
、
幼
少
期
よ
り
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
の
教
育
を
施

さ
れ
、
古
典
学
と
論
理
学
を
修
得
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ン
ズ
・

カ
レ
ッ
ジ
に
入
学
し
、
当
時
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
ロ
ー
マ
法
欽
定
講
座
の
担
当
教

授
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
法
学
者
ア
ル
ベ
リ
コ
・
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
リ
（Alberico G

entili

）

の
下
で
ロ
ー
マ
法
を
学
ぶ
。
そ
の
後
、
法
曹
学
院
ミ
ド
ル
・
テ
ン
プ
ル
（M

iddle Tem
ple

）

に
お
い
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
習
得
し
、
一
六
〇
〇
年
か
ら
法
律
家
と
し
て
活
動
。
ま
た

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
か
ら
カ
ム
デ
ン
、
コ
ッ
ト
ン
の
主
宰
す
る
「
考
古
家
協
会
」
に
参
加

し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
語
源
学
的
な
歴
史
研
究
の
方
法
に
基
づ
い
て
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
法
制
に
関
し
て
多
く
の
研
究
成
果
を
残
し
た
。
一
六
一
〇
年
議
会
に
は
ウ
ッ
ド
ス

ト
ッ
ク
（W

oodstock

）
選
出
の
庶
民
院
議
員
と
し
て
、
と
く
に
賦
課
金
を
め
ぐ
る
論
争

に
お
い
て
、
ヘ
イ
ク
ウ
ィ
ル
ら
と
と
も
に
際
立
っ
た
役
割
を
果
た
す
。
そ
の
際
に
彼
が
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e 

 

展
開
し
た
国
制
論
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
基
本
法
と
し
て
の
〈Constitution

〉
と
し
て

定
義
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
期
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
期
の
国
制
論
に
大
き
な
足
跡
を
記
し

た
。
そ
の
後
も
、
一
六
一
四
年
議
会
、
一
六
二
一
年
議
会
に
お
い
て
庶
民
院
の
代
表
的

な
論
客
と
し
て
活
躍
。
一
六
二
四
年
か
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
一
つ
で
あ
る
王
座

裁
判
所
の
裁
判
官
と
な
る
。
彼
の
経
歴
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。D

N
B, vol.XXI, 

pp.118-9;  BD
JE, pp.721-2.  

ま
た
彼
の
一
六
一
〇
年
議
会
に
お
け
る
演
説
は
以

を
参
照
。Stat

Trials, II, pp.477-520 

下

３
４ 

ジ
ョ
ン
・
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
エ
ク
セ
タ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
で

学
士
号
（B.A.

）
を
取
得
の
後
、
法
曹
学
院
の
ミ
ド
ル
・
テ
ン
プ
ル
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー

を
習
得
。
一
六
〇
三
年
に
上
級
法
廷
弁
護
士
（serjeant-at-law

）
と
な
り
、
一
六
〇

四
年
に
法
務
次
長
（Solicitor-G

eneral

）
に
任
命
さ
れ
る
。
一
六
〇
四
年
か
ら
一
六
一

一
年
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
最
初
の
議
会
に
お
い
て
ホ
ー
シ
ャ
ム
選
出
の
庶
民
院
議
員
と

な
り
、
賦
課
金
の
争
点
を
め
ぐ
る
庶
民
院
の
一
連
の
論
争
の
な
か
で
主
要
な
役
割
を
果

た
し
た
。
一
六
一
二
年
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
一
つ
で
あ
る
王
座
裁
判
所
の
裁
判

官
に
任
命
さ
れ
る
。
彼
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
同
時
に
、
ロ
ー
マ
法
と
教
会
法
の
高
度

な
学
識
を
備
え
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
か
れ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義

の
豊
か
な
知
的
教
養
を
持
ち
合
わ
せ
、
哲
学
、
論
理
学
そ
の
他
の
人
文
諸
学
に
広
く
通

じ
て
い
た
。
ま
た
法
学
の
語
源
学
的
な
歴
史
研
究
に
関
心
を
示
し
、
カ
ム
デ
ン
や
コ
ッ

ト
ン
ら
に
よ
る
一
五
八
八
年
の
「
考
古
家
協
会
」
設
立
の
当
初
か
ら
メ
ン
バ
ー
に
加
わ

り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
語
源
学
的
な
歴
史
研
究
に
従
事
し
て
い
た
。
彼
の
経
歴
に
つ

て
は
以
下
を
参
照
。D

N
B, vol.V, pp1062-3;  BD

JE, pp.223-4. 
 

い

３
５ 

ジ
ョ
ン
・
セ
ル
デ
ン
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
を
学
位
未
取
得
の
ま
ま
退
学
し
、

そ
の
後
、
法
曹
学
院
イ
ン
ナ
ー
・
テ
ン
プ
ル
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
習
得
。
彼
は
、
法
実

務
家
と
い
う
よ
り
は
、
当
時
の
最
も
優
れ
た
法
制
史
家
と
し
て
知
ら
れ
、
考
古
家
協
会

で
カ
ム
デ
ン
や
コ
ッ
ト
ン
ら
と
知
的
交
流
を
結
び
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
知
的
影

響
を
つ
よ
く
受
け
た
法
学
者
の
一
人
で
あ
る
。
人
文
主
義
的
な
歴
史
研
究
に
基
づ
い
て

過
去
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
制
に
関
す
る
数
多
く
の
著
作
を
刊
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
一

六
一
六
年
に
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』
の

英
訳
版
を
自
ら
序
文
を
付
け
て
出
版
し
て
い
る
。
一
六
二
〇
年
代
は
も
っ
ぱ
ら
議
会
活

動
に
従
事
し
、
ク
ッ
ク
と
と
も
に
庶
民
院
の
討
議
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

と
く
に
、
過
去
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
と
議
会
に
関
す
る
セ
ル
デ
ン
の
該
博
な
知
識
は
、

庶
民
院
に
お
い
て
臣
民
の
自
由
と
議
会
の
特
権
を
擁
護
す
る
際
に
大
い
に
役
立
っ
た
。

一
六
二
一
年
に
は
、
庶
民
院
の
議
員
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
有
名
な
『
抗
議
文
』

の
作
成
に
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
求
め
ら
れ
て
参
画
し
た
。
そ
の
後
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治

世
最
後
の
一
六
二
四
年
議
会
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
治
世
の
一
六
二
六
年
議
会
、
一
六
二
八
年

議
会
と
庶
民
院
議
員
と
し
て
選
出
さ
れ
、
と
く
に
『
権
利
請
願
』
の
草
案
作
成
に
お
い

て
は
ク
ッ
ク
と
と
も
に
際
立
っ
た
役
割
を
果
た
し
た
。
彼
の
経
歴
に
つ
い
て
は
以
下
を

照
。D

N
B, vol.XV

II, pp.1150-62. 

参

３
６ 

ジ
ョ
ン
・
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
、
法
曹
学
院
リ
ン
カ
ー
ン
ズ
・
イ
ン
で
法
学
研
究
を
受
け
、

一
六
一
〇
年
頃
か
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
し
て
活
動
。
一
六
三
七
年
に
上
級
法
廷
弁
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護
士
と
な
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
第
二
議
会
に
あ
た
る
一
六
一
四
年
議
会
で
初
め
て
庶

民
院
議
員
と
な
り
、
以
降
、
一
六
二
一
年
議
会
、
一
六
二
四
年
議
会
、
さ
ら
に
チ
ャ
ー

ル
ズ
治
世
下
の
一
六
二
五
年
議
会
、
一
六
二
六
年
議
会
、
一
六
二
八
年
議
会
と
、
す
べ

て
の
議
会
で
継
続
的
に
再
選
を
果
た
し
た
。
と
く
に
一
六
二
四
年
議
会
で
は
庶
民
院
の

特
権
委
員
会
の
委
員
長
を
務
め
、
当
時
重
要
な
政
治
的
争
点
で
あ
っ
た
選
挙
訴
訟
に
お

い
て
選
挙
権
の
自
由
を
め
ぐ
っ
て
画
期
的
な
判
断
を
示
す
（
本
稿
第
四
章
第
四
節
参
照
）
。

ま
た
、
一
六
二
五
年
議
会
で
は
議
会
解
散
に
反
対
す
る
庶
民
院
の
抗
議
声
明
を
作
成
し
、

一
六
二
六
年
議
会
で
は
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
公
の
弾
劾
に
も
積
極
的
に
関
与
し
た
し
、
さ
ら

に
一
六
二
八
年
議
会
で
は
『
権
利
請
願
』
の
草
案
を
め
ぐ
る
両
院
協
議
会
（conference

）

に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
な
ど
、
一
六
二
〇
年
代
の
反
王
権
闘
争
を
担
っ
た
代

表
的
な
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
一
六
四
〇
年
の
短
期
議

会
に
当
選
し
た
直
後
に
国
王
の
下
で
要
職
に
つ
き
、
四
三
年
に
は
国
王
と
共
に
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
へ
赴
き
、
法
学
博
士
（D

.C.L

）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
、
内
乱
期
に
は
国
王

派
へ
と
転
向
し
た
。
そ
の
後
、
長
期
議
会
か
ら
訴
追
さ
れ
、
四
五
年
に
は
投
獄
さ
れ
る

が
、
四
八
年
に
解
放
さ
れ
、
国
王
処
刑
後
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
期
に
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ

ー
ド
の
大
学
選
挙
区
か
ら
議
員
と
し
て
選
出
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
経
歴
に
つ
い
て
は
以

下
を
参
照
。DN

B, vol.V
II, pp.1291-2. 

ま
た
一
六
二
四
年
議
会
の
特
権
委
員
会
が
扱

っ
た
選
挙
訴
訟
に
関
す
る
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
報
告
は
以
下
を
参
照
。John G

ranville 

(ed.), Reports of Certain Cases, D
eterm

ined and Ad
udged by the 

Com
m

ons
n Par

iam
ent

n
the Tw

enty-firstand
Tw

enty-s
cond

Yearso
 

the Reign
o

K
ing

Jam
e

the F
r

t, London, 1775. 

３
７ 

ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ン
チ
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
ク
リ
ス
ト
・
カ
レ
ッ
ジ
を
卒
業
後
、

法
曹
学
院
グ
レ
イ
ズ
・
イ
ン
（G

ray’s Inn

）
に
お
い
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
習
得
。
一
五

八
五
年
か
ら
法
律
家
と
し
て
活
動
し
、
後
に
上
級
法
廷
弁
護
士
（serjeant-at-law

）

と
な
る
。
一
五
九
二
年
か
ら
九
三
年
、
さ
ら
に
一
五
九
七
年
に
庶
民
院
議
員
に
選
出
。

そ
の
後
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
朝
下
で
一
六
一
四
年
議
会
に
再
び
庶
民
院
議
員
と
し
て
選
出
さ

れ
る
。
彼
は
、
一
六
一
三
年
に
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
四
書
構
成
の
法
書
を
刊
行
し
て

い
る
。
第
一
書
で
は
、
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
や
古
典
期
ロ
ー
マ
法
学
者
キ
ケ
ロ
な
ど
を
頻

繁
に
引
証
し
な
が
ら
主
に
自
然
法
と
実
定
法
に
つ
い
て
考
察
し
、
第
二
書
に
お
い
て
コ

モ
ン
・
ロ
ー
、
慣
習
、
国
王
大
権
、
制
定
法
な
ど
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
制
に
つ
い
て
議
論

し
て
い
る
。
な
お
、
第
三
書
は
主
に
法
手
続
を
、
第
四
書
は
教
会
法
そ
の
他
の
特
殊
な

法
律
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
彼
の
死
後
、
一
六
二
七
年
に
英
訳
さ
れ
、
そ
の

後
一
六
三
六
年
、
七
八
年
、
七
九
年
と
く
り
返
し
再
刊
さ
れ
た
。
彼
の
法
学
研
究
は
、

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
の
そ
れ
と
な
ら
ん
で
、
ロ
ー
マ
法
そ
の
他
の
人
文
諸
学
の
概

念
と
思
考
法
を
参
照
し
な
が
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
合
理
的
体
系
化
を
め
ざ
し
た
当

時
の
法
学
研
究
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ン
チ
の
略
歴
に
つ
い
て
は
以
下
を
参

照
。D

N
B, vol.V

II, pp.12-3. 

な
お
、
彼
の
作
品
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Sir 

H
enry Finch,  Law, or , a D

iscourse Thereof; in Four Books , A G
arland 

Series, Classics of English Legal H
istory in M

odern Era, N
ew

 York and 

London, 1978. 
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３
８ 
ヘ
ネ
イ
ジ
・
フ
ィ
ン
チ
は
、
一
五
九
七
年
に
法
曹
学
院
の
イ
ン
ナ
ー
・
テ
ン
プ
ル
に
入

り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
習
得
。
一
六
〇
六
年
か
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
し
て
活
動
し
、

一
六
二
三
年
に
上
級
法
廷
弁
護
士
（serjeant-at-law

）
と
な
る
。
一
六
〇
七
年
の
補

欠
選
挙
で
庶
民
院
議
員
に
選
出
さ
れ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
最
初
の
本
格
的
な
国
制
論

争
の
場
と
な
っ
た
一
六
一
〇
年
議
会
に
お
い
て
賦
課
金
を
め
ぐ
っ
て
重
要
な
議
論
を
展

開
し
、
ま
た
一
六
二
一
年
議
会
で
は
皇
太
子
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
ス
ペ
イ
ン
皇
女
と
の
結
婚

問
題
に
反
対
す
る
庶
民
院
の
請
願
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
一
六
二
五

年
議
会
で
は
、
庶
民
院
議
長
も
務
め
た
。
彼
の
経
歴
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。D

N
B, 

vol.V
II, pp.7-8. 

３
９ 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ノ
イ
は
、
一
五
九
三
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
エ
ク
ス
タ
ー
・
カ

レ
ッ
ジ
に
入
学
し
（
学
位
は
未
取
得
）、
翌
九
四
年
に
法
曹
学
院
リ
ン
カ
ー
ン
ズ
・
イ
ン

に
入
り
、
一
六
〇
二
年
か
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
し
て
活
動
。
一
六
〇
四
年
か
ら
一

六
一
一
年
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
治
世
期
の
第
一
議
会
、
続
く
一
六
一
四
年
議
会
、
一
六
二
一

年
議
会
、
一
六
二
四
年
議
会
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
治
世
期
の
一
六
二
六
年
議
会
、
一
六
二
八

年
議
会
に
お
い
て
庶
民
院
議
員
と
し
て
政
治
活
動
に
従
事
す
る
。
一
六
一
〇
年
、
お
よ

び
一
六
一
四
年
の
議
会
で
は
、
議
会
の
同
意
を
得
な
い
賦
課
金
の
不
当
性
を
訴
え
、
さ

ら
に
一
六
二
一
年
議
会
で
は
、
国
王
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
独
占
政
策
を
非
難
し
、
一
六
二
六

年
議
会
で
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
強
制
公
債
の
違
法
性
を
主
張
し
、
一
六
二
八
年
議
会
で
は

ト
ン
税
・
ポ
ン
ド
税
に
異
論
を
唱
え
る
な
ど
、
二
〇
年
代
ま
で
の
彼
の
活
動
は
、
明
ら

か
に
王
権
と
対
峙
す
る
庶
民
院
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
典
型
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
そ
の
後
、
一
六
三
一
年
に
政
府
の
最
高
の
法
律
顧
問
で
あ
る
法
務
総
裁

（attorney-general

）
に
任
命
さ
れ
て
以
降
は
、
そ
れ
ま
で
の
国
王
と
の
対
決
姿
勢
を

放
棄
し
、
王
党
派
へ
転
向
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
彼
の
経
歴
に
つ
い
て
は
以
下
を
参

照
。D

N
B, vol.XIV, pp.698-700. 

ま
た
併
せ
て
以
下
も
参
照
。J.P.K

enyon, The 

StuartConstiturion
1603-1688, Cam

bridge, 1966, p.104. 

４
０ 

ダ
ド
リ
ィ
・
デ
ィ
グ
ズ
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ

で
一
六
〇
一
年
に
学
士
号
（B.A

）
を
取
得
し
た
後
、
数
年
間
の
海
外
旅
行
を
経
て
、
そ

の
後
、
一
六
一
〇
年
、
一
六
一
四
年
、
一
六
二
一
年
、
一
六
二
四
年
、
一
六
二
五
年
、

一
六
二
六
年
の
各
議
会
に
お
い
て
は
テ
ュ
ー
ク
ス
ベ
リ
ー
（Tew

kesbury

）
か
ら
、
一

六
二
八
年
議
会
で
は
ケ
ン
ト
州
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
庶
民
院
議
員
に
選
出
さ
れ
た
。
こ
の
間
、

独
占
問
題
等
に
関
す
る
議
会
の
討
議
に
お
い
て
活
発
に
発
言
し
、
国
王
を
厳
し
く
攻
撃

し
た
咎
で
、
一
時
、
短
期
間
な
が
ら
投
獄
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
一
六
二
八
年
議
会
で

は
ク
ッ
ク
や
セ
ル
デ
ン
ら
と
と
も
に
議
会
の
論
争
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

し
か
し
そ
の
後
、
一
六
三
〇
年
代
に
入
っ
て
高
等
宗
務
官
裁
判
所
の
裁
判
官
と
い
う
要

職
に
つ
く
と
、
か
つ
て
の
国
王
の
政
策
に
反
対
す
る
対
決
姿
勢
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
。

彼
の
経
歴
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。D

N
B, vol.V, pp.973-5. 

ま
た
併
せ
て
以
下
も

照
。 K

enyon, The
StuartConstiturion

1603-1688, p.104. 
参

４
１ 
ジ
ョ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、
一
五
八
五
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
入
学
後
、
八

七
年
か
ら
八
八
年
の
頃
に
法
曹
学
院
ミ
ド
ル
・
テ
ン
プ
ル
に
属
し
、
法
学
を
習
得
す
る
。

一
五
九
〇
年
に
学
士
号
（B.A.

）
を
取
得
。
九
五
年
か
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
し
て
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活
動
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
治
世
末
期
の
一
六
〇
一
年
に
庶
民
院
議
員
に
選
出
さ
れ
、「
大
委
員

会
（grand com

m
ittee

）
」
の
一
員
と
し
て
政
治
活
動
に
従
事
し
た
。
そ
の
後
、
ス
テ

ュ
ア
ー
ト
朝
下
で
、
す
で
に
詩
人
と
し
て
も
名
を
馳
せ
て
い
た
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、
ジ
ェ

ー
ム
ズ
に
よ
っ
て
気
に
入
ら
れ
、
一
六
〇
三
年
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
法
務
次
長
に
任
命

さ
れ
、
一
六
〇
六
年
か
ら
一
六
一
九
年
ま
で
は
法
務
総
裁
を
務
め
た
。
一
六
一
九
年
ま

で
ア
ル
ラ
ン
ド
政
策
に
従
事
し
た
後
、
一
六
二
一
年
議
会
に
お
い
て
庶
民
院
議
員
と
し

て
選
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
彼
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
コ
ッ
ト
ン
と
親
交
が
あ
り
、
一
六
〇

〇
年
前
後
の
時
期
に
は
、
コ
ッ
ト
ン
が
カ
ム
デ
ン
と
と
も
に
創
設
し
た
「
考
古
家
協
会
」

に
所
属
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
人
文
主
義
と
語
源
学
的
歴
史
研
究
の
学
識
を
用
い
て
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
法
の
研
究
に
従
事
し
た
。
彼
が
一
六
一
五
年
に
ダ
ブ
リ
ン
で
刊
行
し
た
作
品

は
、
一
方
で
序
文
の
な
か
で
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
古
来
性
と
卓
越
性
を
主
張
し
た
「
古

来
の
国
制
」
論
の
典
型
的
な
言
説
が
展
開
さ
れ
る
と
と
も
に
、
し
か
し
他
方
で
本
文
に

お
い
て
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
統
治
政
策
の
た
め
に
ロ
ー
マ
法
的
学
識
が
随
所
に
表
現
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
時
代
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
法
的
思
考
を
考
え
る
う
え
で
非
常
に

示
唆
的
な
作
品
で
あ
る
。
彼
の
経
歴
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。D

N
B, vol.V, 

pp.590-4. 

ま
た
上
述
の
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。Sir John 

D
avies, Le prim

er report des cases &
 m

a
ters resolves en les cour

s del 

oy
en

Irland, D
ublin,1615, [STC,6361]. 

ま
た
デ
イ
ヴ
ィ
ス
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ

ー
の
古
来
性
の
主
張
と
と
も
に
、
ロ
ー
マ
法
の
つ
よ
い
影
響
が
見
ら
れ
、
そ
の
ロ
ー
マ

法
的
見
地
に
立
っ
て
、
彼
は
絶
対
的
な
国
王
大
権
の
範
域
を
積
極
的
に
肯
定
し
て
も
い

る
。Sir John D

avies, The Q
question Concerning Im

positions, Tonnage, 

Poundage, Prizage, Custom
s, &

c Fully Sta
d and Argued, from

Reason, 

Law, and Policy : D
edicated to

K
ing

Jam
es

n
the Latter end

ofhisReign , 

London,1656 [STC.II, 710:2]. 
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